
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 0 2

件 名 等 新刊全件マーク作成業務委託

契 履行場所 南相馬市立中央図書館

種 類 業務委託
約

新刊全件マーク（毎年発行される出版点数、約７０，０００件の定期的なデータの提供）の作成業務を行うもの

。
内

概 要
容

株式会社図書館流通センター
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　細川　博史

方 東京都　文京区　大塚三丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業務は、現在図書館で使用している図書館システムに取り込むための書誌データ（図書の基本情報）を作成

する業務であり、当該業者は、当該図書館システムに対応しかつ、十分な量のデータを作成できる唯一の業者で

あることから、当該業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局中央図書館　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 0 7

件 名 等 各種証明書コンビニ交付サーバ保守業務委託

契 履行場所 南相馬市役所西庁舎３階情報係内

種 類 業務委託
約

各種証明書コンビニ交付サーバ保守業務委託を行う。

　対象機器
内

　　・各種証明書コンビニ交付サーバ　１台

　　・各種証明書コンビニ交付ファイアウォール　２台
概 要

　　・各種証明書コンビニ交付スイッチングＨＵＢ　２台容

　業務内容

　　・機器障害時の修理等対応ほか

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

各種証明書コンビニ交付サーバは当該業者がシステムを構築していることから、当該業者以外では保守を行うこ

とが出来ないため、株式会社日立システムズと随意契約をすることとする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 1 1

件 名 等 住民基本台帳ネットワークシステムＣＳサーバ保守業務委託

契 履行場所 南相馬市役所本庁・小高区役所・鹿島区役所

種 類 業務委託
約

住民基本台帳ネットワークシステムＣＳサーバ保守業務委託を行う。

対象機器　・住民基本台帳ネットワークシステムＣＳ
内

　　　　　・無停電電源装置

　　　　　・耐タンパー装置　　ほか
概 要

業務内容　・機器障害時の修理対応　　ほか容

株式会社ＦＳＫ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鬼澤　浩正

方 福島県　いわき市　内郷御厩町三丁目１６８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

住民基本台帳ネットワークシステムＣＳサーバは当該業者がシステムを構築していることから、当該業者以外で

は保守を行うことができないため、株式会社ＦＳＫと随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 1 2

件 名 等 小高区道路維持管理業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区内

種 類 業務委託
約

小高区内市道の円滑な通行を確保し、交通事故などを未然に防止するため、草刈、側溝等道路施設の清掃等の維

持管理を行う。
内

　委託内容

・市道側溝土砂撤去及び清掃・・・市道大井八景線　外
概 要

・市道草刈り・・・市道大田和・広畑線　外容
・市道敷樹木伐採及び剪定・・・市道城下江井線外

・その他緊急的な道路補修等随時対応

南相馬市小高建設業組合
名 称

相

手 代 表 者 組合長　佐藤　篤司

方 南相馬市　小高区小屋木字障子口５３－１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託は、主に人力による市道維持管理を行うものであり、現在土木課維持作業員の確保が困難な中で、南相馬

市小高区建設業組合には小高区内建設業者が複数加入し作業員の確保が十分できること、また、小高区全域の市

道現況を把握しており、市からの緊急的な業務にも対応ができることから、本業務を遂行できるのは当該業者の
随

みであるため随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 1 4

件 名 等 鹿島区道路維持管理業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区内

種 類 業務委託
約

鹿島区内市道の円滑な通行を確保し、交通事故などを未然に防止するため、草刈、側溝等道路施設の清掃の維持

管理を行う。
内

　委託内容

・市道側溝土砂撤去及び清掃・・・東122号線外
概 要

・市道草刈り・・・市道1-3号線外容
・市道敷樹木伐採及び剪定・・・市道１-1号線外

・その他緊急的な道路補修等随時対応

南相馬市鹿島建設業組合
名 称

相

手 代 表 者 組合長　後藤　英之

方 南相馬市　鹿島区岡和田字澤田８８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託は、主に人力による市道維持管理を行うものであり、現在土木課維持係作業員の確保が困難な中で、南相

馬市鹿島区建設業組合には鹿島区内建設業者が複数加入して作業員の確保が十分できること、また、鹿島区内全

域の市道現況を把握しており、市からの緊急的な業務にも対応ができることから、本業務を遂行できるのは当該
随

業者のみであるため随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 1 7

件 名 等 滞納管理システム保守管理業務委託

契 履行場所 税務課

種 類 業務委託
約

本市で現在導入している「滞納管理システム」にかかる保守・管理業務を行うもの。

内
　保守範囲

・滞納管理パッケージシステム（ＤＢＭＳ含む）
概 要

・ハードウェア　一式容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

滞納管理システムの保守業務は、本市で導入している基幹システム(住民情報システム)との連携が必要となるた

め、同システムの構築業者しか保守管理を行えないことから、株式会社日立システムズ東北支社との随意契約と

したい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 1 8

件 名 等 原町区公園トイレ清掃業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区錦町１丁目地内　外２１公園

種 類 業務委託
約

原町区にある公園施設の清掃を週２回行う。

（トイレ清掃及び片づけ２２公園２８箇所）
内

２２公園（錦公園、しらゆり公園、桜井公園、青葉公園、よつば公園、小川公園、下川原公園、牛越西公園、牛

越東公園、牛候中央公園、高田公園、西殿公園、日の出公園、国見公園、国見団地中央公園、夜の森公園、原町
概 要

運動公園、駅前北公園、北町公園、北町西公園、高見公園、北原１号公園）容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

この業務は軽易な清掃業務であり、当該業者はその業務を的確に遂行できる人的能力を有している。

また、高年齢者の就業機会の拡大及び社会参加の寄与に資するため、随意契約とするものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 2 0

件 名 等 自家用電気工作物保安管理業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区牛越字下川原　地内外

種 類 業務委託
約

原町区・小高区の自家用電気工作物を所有する施設の保守点検業務。

　点検種別及び頻度
内

（１）通常点検　　月１回以上

（２）定期点検　　年１回
概 要

（３）精密点検　　３年に１回容
（４）臨時点検　　随時

　業務場所

　牛越浄水場（南相馬市原町区牛越字下川原６０）　ほか１２箇所

一般財団法人東北電気保安協会　福島事業本部
名 称

相

手 代 表 者 事業本部長　田村　和夫

方 福島県　福島市　矢剣町１番２２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務委託は、自家用電気工作物の機能を維持し円滑な運用を図るため、保安管理業務を実施しようとするもの

である。

そのためには、当該設備に精通した熟練技術者を多数擁し、かつ設備状況を十分把握し、短時間での業務遂行が
随

可能である業者でなくてはならない。また、いつ起きるかわからないトラブルに、即座に対応でき安全面を考慮

する事が必要である事から、このような体制を構築可能な業者は、当市において東北電気保安協会のみであり、意
随意契約するものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 2 2

件 名 等 北泉海浜総合公園丘陵地エリア除草・剪定業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北泉字地蔵堂地内　外

種 類 業務委託
約

　北泉海浜総合公園丘陵地エリアの除草・剪定を行う。

　①機械による除草及び除草物の処理を年５回行う。
内

　②樹木、小木の剪定及び剪定物の処理を年２回行う。

概 要
容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

この業務は軽易な除草・剪定・清掃業務であり、当該業者はその業務を的確に遂行できる人的能力を有している

。また、高年齢者の就業機会の拡大及び社会参加の寄与に資するため、随意契約とするものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 2 5

件 名 等 南相馬市復興支援員設置業務委託（小高観光協会）

契 履行場所 小高観光協会（小高区役所地域振興課内）

種 類 業務委託
約

　復興に伴う地域力の再生・維持・強化に資する活動を通じて、地域コミュニティ再構築を図るため、南相馬市

復興支援員設置要綱第８条各号に掲げる業務を実施する。
内

(1)　復興支援員の活動支援業務

(2)　復興支援員の活動計画作成及び活動報告業務
概 要

(3)　復興支援員の活動状況及びその成果等の情報発信業務容
(4)　その他市長が必要と認める業務

小高観光協会
名 称

相

手 代 表 者 会長　平田　廣昭

方 南相馬市　小高区本町二丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、復興支援員の活動を推進するため、地域コミュニティ再構築に寄与することができると認める団

体が履行することとしており（復興支援員設置要綱第８条規定）、当該業者は、必要なノウハウやネットワーク

を有しているとともに、観光産業に深く精通していることから、履行可能な唯一の事業者であるため、随意契約
随

とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 2 6

件 名 等 北泉海浜総合公園トイレ清掃等業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北泉字地藏堂地内　外

種 類 業務委託
約

北泉海浜総合公園施設内トイレ清掃を週２回行う。

（トイレ清掃及びゴミ片付け１０４回/年）
内

（花の広場トイレ、丘の広場トイレ、わんぱく広場トイレ）

概 要
容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

この業務は軽易な清掃業務であり、当該業者はその業務を的確に遂行できる人的能力を有している。また、高年

齢者の就業機会の拡大及び社会参加の寄与に資するため、随意契約とするものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 2 9

件 名 等 市役所庁舎管理業務委託

契 履行場所 南相馬市役所

種 類 業務委託
約

　市庁舎・庁内備品の維持補修及び庁内水道の塩素濃度等点検管理等を委託し、良好な職場環境を確保する。

内
　業務内容

・庁内及び庁舎敷地内の巡視
概 要

・国旗掲揚及び降納容
・本庁舎、西庁舎水道水、地下水の塩素濃度等点検

・その他随時対応業務

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　公益社団法人南相馬市シルバー人材センターは高齢者の就労に寄与しており、業務を委託することで高齢者の

雇用拡大が図られること。また、営利を目的としていないため安価で契約できると見込まれていることから、上

記規定に基づき随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 3 3

件 名 等 小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託

契 履行場所 小中学校１８校

種 類 業務委託
約

学校施設の電気事業法に基づく保安管理業務である各種点検（月次点検、年次点検、臨時点検等）を行い、又、

事故発生時の指導助言、立入検査をするなど施設の安全確保を図る保守点検業務を行う。
内

概 要
容

一般財団法人東北電気保安協会　福島事業本部
名 称

相

手 代 表 者 事業本部長　田村　和夫

方 福島県　福島市　矢剣町１番２２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、自家用電気工作物の機能を維持し、円滑な運用を図るため、保安管理業務を実施しようとする

ものである。

　そのためには、当該設備に精通した熟練技術者を多数擁し、かつ設備状況を十分把握し、技術的保障を確保し
随

、短時間での業務遂行が可能である業者でなくてはならない。また、いつ起きるかわからないトラブルに即座に

対応でき安全面を考慮することが必要であり、このような体制を構築可能な業者は当市においては当該業者のみ意
であることから、当該業者と随意契約とするもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 3 4

件 名 等 原一小・原一中・鹿島中エレベーター保守点検業務委託

契 履行場所 原町第一小学校、原町第一中学校、鹿島中学校

種 類 業務委託
約

エレベーターを適正な状態に保つため、遠隔監視装置による監視診断・点検及び３か月に１回の定期点検、建築

基準法に基づく定期検査代行を実施し、設備機器の安全確保のための保守点検を行う。
内

概 要
容

株式会社日立ビルシステム　東日本支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　柾谷　隆一

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町三丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は機器の設置業者であることから機器の構造を熟知しており、正常な機能を維持するための保守点検

や緊急時の迅速な対応ができるのは当該業者しかいないため、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 3 6

件 名 等 鹿島小・小高中エレベーター保守点検業務委託

契 履行場所 鹿島小学校、小高中学校

種 類 業務委託
約

エレベーターを適正な状態に保つため、遠隔監視装置による監視診断・点検及び３か月に１回の定期点検、建築

基準法に基づく定期検査代行を実施し、設備機器の安全確保のための保守点検を行う。
内

概 要
容

東芝エレベータ株式会社　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　石田　竜治

方 宮城県　仙台市　宮城野区榴岡四丁目２番３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は機器の設置業者であることから機器の構造を熟知しており、正常な機能を維持するための保守点検

や緊急時の迅速な対応ができるのは当該業者しかいないため、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 3 9

件 名 等 学校教育施設浄化槽清掃業務委託（原町区）

契 履行場所 小中学校７校

種 類 業務委託
約

浄化槽法第９条及び第１０条の規定に基づき、原町区小中学校の９基について、環境省令で定めるところにより

浄化槽の処理能力に応じて年１回以上浄化槽設備の清掃を行い、浄化槽の水質保全を図るもの。
内

概 要
容

株式会社昭和衛生センター
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　田原　義久

方 南相馬市　原町区日の出町４９６番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１１項に基づき、南相馬市では区毎に浄化槽清掃を行う許可業者

を３社としている。原町区については当該業者が指定の業者であり、清掃に必要な資格である浄化槽清掃業許可

証と浄化槽汚泥の一般廃棄物収集運搬業許可証を南相馬市から取得している唯一の業者であるため当該業者との
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 4 2

件 名 等 工業製品放射線測定業務委託

契 履行場所 商工労政課

種 類 業務委託
約

市内企業に対する放射線風評被害抑制のため、工業製品の放射線量の測定、放射線関連の技術アドバイス、測定

結果報告書作成等を行う。
内

概 要
容

株式会社ゆめサポート南相馬
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　高橋　隆助

方 南相馬市　原町区本町一丁目１１１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業務は、放射線に対する高い専門知識及び技術を要することから、株式会社ゆめサポート南相馬が 独立行

政法人産業技術総合研究所の指導を受け、平成２３年度から当事業を受託している。

株式会社ゆめサポート南相馬は、放射線測定に関して豊富な専門知識と経験を生かし、特殊な測定依頼にも対応
随

してきた。　更には 独立行政法人 産業技術総合研究所との連携も組織化されており 放射線相談に対しても的

確な技術アドバイスが可能である。 現在、南相馬市にはこのような事業所は他にないことから、株式会社ゆめ意
サポート南相馬と随意契約する。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 5 0

件 名 等 戸籍総合システム保守業務委託

契 履行場所 南相馬市役所本庁・南相馬市役所西庁舎３階情報係内

種 類 業務委託
約

戸籍総合システム保守業務委託を行う。

内
対象機器　・戸籍総合システム用サーバ（正・副）　各１式

　　　　　・戸籍総合システム用クライアント　１０台　　ほか
概 要

業務内容　・システム関連問い合わせ対応容
　　　　　・システム全体状況確認（ひと月１回以上、訪問による）

　　　　　・機器障害時の修理等対応　　　ほか

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は当該業者がシステムの構築業者であることから、他業者では保守業務が行えないため、当該業者

と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 5 2

件 名 等 戸籍総合システム副本データ全件送信作業業務委託

契 履行場所 南相馬市役所本庁・南相馬市役所西庁舎３階情報係内

種 類 業務委託
約

　マイナンバーを活用した行政機関等への戸籍関係情報の提供及び市町村間での戸籍事務内連携を行うため、戸

籍の附票データを利用して戸籍関係情報を紐づけるために、本市の戸籍総合システムから、本市の戸籍簿・除籍
内

簿に登載されている者と戸籍届出をした者の戸籍情報及び不受理申し出情報・個人状態情報・PDF化した全部事

項用証明書を戸籍附票データに追加した戸籍副本データを作成し、法務省が管理する戸籍副本データ管理センタ
概 要

ーに全件送信をするもの。容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　現在運用中の戸籍総合システムは、当該業者が構築して設置しており、戸籍総合システムから全件送信に必要

な情報の副本データを遺漏なく作成し、確実に全件送信や、市や国とのシステム連携を円滑で適切に履行できる

のは、戸籍総合システムを構築した当該業者のみであることから随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 5 3

件 名 等 戸籍総合システム情報提供用個人識別符号取得対応業務委託

契 履行場所 南相馬市役所本庁・南相馬市役所西庁舎３階情報係内

種 類 業務委託
約

　マイナンバーを活用した行政機関等の戸籍関係情報の提供及び市町村間での戸籍事務内連携を行うため、「附

票への住民票コードの記載」及び「戸籍副本データ全件送信」の終了後，法務省から本市に対し，特定の個人に
内

係る戸籍の基本５情報（氏名，生年月日，続柄，筆頭者及び本籍）及び取得番号が通知（番号利用法第21条の２

第２項及び関係政令）される。その後戸籍基本５情報から戸籍附票システムの住民票コードを基に，住基４情報
概 要

（氏名，生年月日，性別，住所）を取得した取得番号と共に地方公共団体情報システム機構に向け情報提供用個容
人識別符号を依頼し取得を行うもの。

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　現在運用中の戸籍総合システムは、当該業者が構築して設置しており、法務省から市に対し通知される情報を

確実に取得し、戸籍附票システムとの突合や連携作業を円滑に着実に実施し、地方公共団体情報システム機構に

情報提供を遺漏なく依頼できるのは、戸籍総合システムを構築した当該業者のみであることから随意契約とする
随

。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 5 8

件 名 等 水道給・配水施設漏水通報待機業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区および小高区

種 類 業務委託
約

漏水通報により水道水か否かの現場確認作業、及び漏水修繕工事の実施時期の判断、並びに緊急時の現場対応等

をするもの。
内

平日夜間待機時間　（17：00～22：00）　5.0ｈ/日×244日＝1,220ｈ
概 要

土日祝祭日待機時間　（8：30～22：00）　13.5ｈ/日×121日＝1633.5ｈ容
令和4年度待機時間合計　365日　2853.5ｈ

南相馬市管工事協同組合
名 称

相

手 代 表 者 代表理事　齋藤　一美

方 南相馬市　原町区二見町二丁目９９番地の６
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、漏水通報に伴う給・配水施設等水道施設からの漏水か否かの現場確認作業及び修繕工事の実施時期の

判断、並びに緊急時の現場対応等高度な技術力と判断力を必要とすることから、市内の給・配水施設を熟知して

おり、漏水修繕及び水道管布設工事の実績がある組合員で構成する南相馬市管工事協同組合と随意契約したい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 6 2

件 名 等 中央図書館施設警備業務委託

契 履行場所 中央図書館・市民情報交流センター

種 類 業務委託
約

　中央図書館（市民情報交流センター含む）利用者等の安全確保を図るともに、火災・盗難、不審者等の立入り

、その他の事件事故を未然に防止するなど、秩序の維持と施設の保全等を図る。
内

概 要
容

ＡＬＳＯＫ福島株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　前田　泰彦

方 福島県郡山市　喜久田町字松ヶ作１６番地９８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、中央図書館（市民情報交流センター）における機械警備業務を受託しており、人的警備と機械警

備を一体として業務を実施しなければ，包括的かつ緊急時の円滑な対応が図ることができないため、当該事業者

と随意契約をするものである。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局中央図書館　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 6 3

件 名 等 エレベーター保守点検業務委託（中央図書館）

契 履行場所 中央図書館・市民情報交流センター

種 類 業務委託
約

　機械室及びかご等エレベーターに属するすべての装置につき、遠隔監視による点検項目に係る診断及び3ヶ月

に１回の定期点検を行い、運転状態における性能を総合的に判定し異常や不具合を発見した場合は、直ちに適切
内

な処置を取ること並びにプログラムによる整備や定期点検による指摘事項改善等の保守点検業務を委託するもの

。
概 要

容

株式会社日立ビルシステム　東日本支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　柾谷　隆一

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町三丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　エレベーターの仕様・構造は、メーカーごとに異なり、製品の特殊性から保守管理等についても各メーカーが

直接又は専門のサービス会社を設立し、一貫した体制で安全管理を行っている。

　以上の点を考慮し、製造メーカーによる独自性や特殊性に基づく、安全性の確保及び事故発生時の責任の明確
随

化並びに遠隔監視による緊急対応業務などを遂行できる唯一の事業者として、設置されているエレベーターのメ

ンテナンスを専門としている上記事業者と随意契約するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局中央図書館　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 6 6

件 名 等 駐車場ゲート機器保守点検業務委託（中央図書館）

契 履行場所 中央図書館・市民情報交流センター

種 類 業務委託
約

　「中央図書館・市民情報交流センター自動車駐車場」に設置されている駐車場ゲート機器について、２４時間

・３６５日における使用者への障害対応をはじめ、保守メンテナンス対応、警備法に基づく緊急対応業務等の業
内

務を委託するもの。

概 要
容

アマノマネジメントサービス株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　前川　龍男

方 神奈川県　横浜市　港北区菊名七丁目３番２２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　駐車場ゲート機器の仕様・構造は、メーカーごとに異なり、製品の特殊性から保守管理等についても各メーカ

ーが直接又は専門のサービス会社を設立し、一貫した体制で安全管理を行っている。

  以上の点を考慮し、製造メーカーによる独自性や特殊性に基づく、安全性の確保及び事故発生時の責任の明確
随

化並びに遠隔監視による緊急対応業務などを遂行できる唯一の事業者として、本施設に設置されている駐車場ゲ

ート機器の施工及びメンテナンスを専門としている上記事業者と随意契約するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局中央図書館　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 6 7

件 名 等 警備業務委託（文化財課）

契 履行場所 旧武山家住宅、南相馬市博物館、桜井古墳公園管理棟、文化財整理室の４箇所

種 類 業務委託
約

文化財課所管施設の防犯・火災の監視警備委託

4箇所（旧武山家住宅、南相馬市博物館、桜井古墳公園管理棟、文化財整理室）
内

概 要
容

セコム株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　尾関　一郎

方 東京都渋谷区　神宮前一丁目５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、設備の防犯・防災・保全を目的に警備を行うものであり、常時、施設状態を正確に監視及び把握し

、緊急時等には迅速に対応することが求められている。

　当該施設においては、機械設備による遠隔監視を行っており、既存の装置を取り扱えるのは当該設置業者のみ
随

である。現在設置している機械設備を継続使用することが、警備業務の遂行に不可欠であるため、当該設置業者

との随意契約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 6 8

件 名 等 災害公営住宅エレベーター保守点検業務委託（大町西団地・大町東団地）

契 履行場所 南相馬市原町区大町二丁目地内

種 類 業務委託
約

定期的な保守点検により団地内エレベーターの機能維持を図る。

内
箇所及び基数：大町東団地２基、大町西団地１基

概 要
容

東芝エレベータ株式会社　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　石田　竜治

方 宮城県　仙台市　宮城野区榴岡四丁目２番３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本エレベーターの保守点検業務については、設置業者以外では保守点検を行うことができないことから、当該設

置業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部建築住宅課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 6 9

件 名 等 災害公営住宅エレベーター保守点検業務委託（栄町団地）

契 履行場所 南相馬市原町区栄町三丁目地内

種 類 業務委託
約

当該団地に設置しているエレベーターについて、運転機能を常に安全かつ良好に維持するため、計画的に技術員

を派遣し適切な点検とプログラム整備を行う。
内

設置基数：３基

概 要
容

株式会社日立ビルシステム　東日本支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　柾谷　隆一

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町三丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本エレベーターの保守点検業務については、エレベーターの設置業者以外では保守管理を行うことができないこ

とから、当該設置業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部建築住宅課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 7 0

件 名 等 南相馬市復興支援員設置業務委託（南相馬市かしま観光協会）

契 履行場所 南相馬市かしま観光協会（鹿島商工会館内）

種 類 業務委託
約

　復興に伴う、地域力の再生・維持・強化に資する活動を通じて、地域コミュニティ再構築を図るため、南相馬

市復興支援員設置要綱第２条に掲げる業務を実施、南相馬市と協力して地域等の復興支援を行う。
内

　業務内容

　（１）復興支援員の職務環境の整備　　（４）支援員活動
概 要

　（２）支援員の配置　　　　　　　　　（５）指導管理容
　（３）事業推進　　　　　　　　　　　（６）報告書作成

一般社団法人　南相馬市かしま観光協会
名 称

相

手 代 表 者 代表理事　澤田　一夫

方 南相馬市　鹿島区鹿島字町３９番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　鹿島区の観光産業に深く精通しているとともに、当該事業を実施するために必要なノウハウやネットワークが

構築されており、地域コミュニティの再構築を図るための拠点として復興支援員を配置し機能できるのは、（一

社）南相馬市かしま観光協会のみであることから、当該事業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　鹿島区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 7 1

件 名 等 北泉海水浴場監視等業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区金沢字浦地内（北泉海水浴場）

種 類 業務委託
約

北泉海水浴場における遊泳客等の安全確保のため、適切な監視業務を行うもの。

内
海水浴場開設期間

令和４年７月下旬から８月下旬
概 要

容
監視従事人員

平日：監視長 １名　監視員　５名

休日：監視長 １名　監視員  ７名

特定非営利活動法人ハッピーアイランドサーフツーリズム
名 称

相

手 代 表 者 理事長　三浦　健弘

方 南相馬市　原町区二見町一丁目８０番地３４
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、北泉海水浴場における遊泳客等の安全確保のため、適切な監視業務を行うことを目的とするもの

である。業務に当たって、遊泳客等の安全確保のためには、レスキュー免許及び水上バイク操縦士免許を有し、

迅速な救助活動を行うことが求められるほか、北泉海水浴場に関する特有の海象を熟知し、監視にあたって的確
随

な判断ができる人材を確実に確保することが求められる。本市において上記業務が履行可能であるのは当該団体

のみであることから、随意契約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 7 3

件 名 等 小中学校警備業務委託（原町区・鹿島区）

契 履行場所 小中学校１６校

種 類 業務委託
約

業務委託内容は、24時間の機械警備と機器の保守点検を委託するものである。警備任務としては①火災、盗難及

び不良行為の拡大防止②施設の秩序の維持保全③事故確知時における関係先への通報連絡を行う。事故発生の際
内

はすみやかに電話若しくは口頭で報告するとともに、後刻書面をもって報告する業務を委託するもの。

概 要
容

セコム株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　尾関　一郎

方 東京都渋谷区　神宮前一丁目５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、設備の防犯・防災・保全を目的に警備を行うものであり、常時、施設状態を正確に監視及び把握し

、緊急時等には迅速に対応することが求められている。

　当該施設においては機械設備による遠隔監視を行っており既存の装置を取り扱えるのは、当該業者のみである
随

。現在設置している機械設備を継続使用することが、警備業務の遂行に不可欠であるため、当該業者との随意契

約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 8 5

件 名 等 ＩＣＴ活用在宅介護システム管理運営業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区橋本町地内

種 類 業務委託
約

ＩＣＴを利用して在宅介護を推進するため、ＩＣＴ活用介護システムの適正な管理運営を行う。

内
　業務内容

　・システム運用に係るデータのバックアップ
概 要

　・システム運用に係るハードウェア、ソフトウェアの保守容
　・利用者へのサポートサービス

　・不具合発生時の復旧対応　　ほか

特定非営利活動法人福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー　共働機構　相双支部
名 称

相

手 代 表 者 理事　相双支部長　田中　章広

方 南相馬市　原町区橋本町一丁目５２－５
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　現行の在宅介護システムは、当該業者が独自に開発したシステムであるため、保守管理及び不具合発生時の復

旧を速やかにかつ適切に行うことができる唯一の業者であることから随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部長寿福祉課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 8 6

件 名 等 小中学校小荷物専用昇降機保守点検業務委託

契 履行場所 小中学校１４校

種 類 業務委託
約

学校給食の円滑な運搬作業のため、小荷物専用昇降機を適正な状態に保つべく、２ヶ月に１回の定期点検、及び

建築基準法に基づく定期調査業務を実施するもの。
内

概 要
容

クマリフト株式会社　郡山営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　西條　洋

方 福島県　郡山市　小原田三丁目２番５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、市内小中学校の給食用エレベーターの設置業者であり、かつ、当該設備の設計、製造、工事、保

守点検を行っている。

　緊急時の部品調達外の対応が迅速且つ適正に対応可能であり、設備維持に関する技術的保障を確実に確保でき
随

るのは上記業者だけであるため、当該業者との随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 8 8

件 名 等 原ノ町駅前駐輪場管理業務委託

契 履行場所 原ノ町駅前駐輪場

種 類 業務委託
約

駅前駐輪場利用者に対する指導、駐輪場内の自転車等の整理及び放置自転車の撤去等を行う。

内
業務日数　延べ２４３日間

　　　　（月曜日から金曜日の７時から９時、９時半から１１時半、１３時から１７時）祝日及び年末年始除く
概 要

管理場所　原ノ町駅西口駐輪場（南相馬市原町区旭町二丁目19番地）容
　　　　　原ノ町駅東口駐輪場（南相馬市原町区錦町一丁目162番地）

　　　　　自転車放置禁止区域

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該シルバー人材センターは、軽易な本施設管理業務を的確に遂行できる人的能力を有していることから、高齢

者の就業の機会の確保と社会参加に寄与するため、当該シルバー人材センターと随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 8 9

件 名 等 指定結婚相談所利用者支援業務委託

契 履行場所 南相馬市役所

種 類 業務委託
約

市の指定を受けた結婚相談所が、当該相談所の会員となり結婚相手探しを行う者へ６か月間にわたり異性の紹介

や出会いの機会の提供等の婚活支援サービスを提供することに対し、市が、会員本人が負担すべき入会及び活動
内

費用の一部を結婚相談所へ支払うもの。

・契約期間　　令和４年４月１日～令和５年３月３１日
概 要

・募集対象　　市内に住所を有する独身者で要件すべてを満たす者（最大３０人）容
・提供サービス　　インターネット結婚相手紹介等サービスの提供、会員向け相談支援、参加者募集チラシ作成

ほか

マリッジ株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　松橋　隆広

方 宮城県　仙台市青葉区　中央一丁目３－１　アエル１７階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務に係る受託事業者は、令和3年5月28日に開催の「指定結婚相談所利用者支援業務委託プロポーザル審

査委員会」による審査の結果、最優秀事業者とされた者であり、令和3年度より、市内の結婚支援を希望する者

に対する支援を実施している。
随

　本業務は、希望する市民に対し、半年間の専門的な相手紹介や結婚のサポートを行う業務であり、令和3～4年

度の2か年度を事業期間と想定しているが、令和3年度より紹介や支援を受けている市民が一定の成果を上げるた意
めには、専門的なサポートを継続して提供する必要があり、それらに対応できる知見、能力、ノウハウ等を有す

る事業者が当該事業者1社のみであることから、指定する者と随意契約するもの。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども家庭課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 9 8

件 名 等 水道施設管理業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区牛越字下川原　地内外

種 類 業務委託
約

施設の中央監視業務、巡視業務

牛越浄水場・牛来浄水場
内

日中管理　計３６５回

夜間管理　計３６５回
概 要

容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該シルバー人材センターは、軽易な本水道施設管理業務を的確に遂行できる人的能力を有していることから、

高齢者の就業の機会の確保と社会参加に寄与するため、当該シルバー人材センターと随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 0 9 9

件 名 等 防災行政無線システム保守点検業務委託

契 履行場所 危機管理課

種 類 業務委託
約

市内防災行政無線におけるソフトウェア及びハードウェアの保守点検業務

内
業務内容

・定期点検（１回）
概 要

・機器の故障等発生時の指導・助言容
・システム運用にかかる免許等更新の指導・助言

・定期打合せ（１回）　　など

日本電気株式会社　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大内　文彦

方 福島県　福島市　本町５番５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、本市の防災行政無線システムの機器及びシステムの構築業者であり、機器の導入を実施する上で

、適切な運用を確保できる業者である。

　また、緊急を要する事案等が発生した場合に、確実な対応することができる唯一の業者であることから、当該
随

業者との随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 0 2

件 名 等 市営住宅植栽管理業務委託（原町区）

契 履行場所 南相馬市原町区仲町三丁目地内　外

種 類 業務委託
約

市営住宅及び中里団地跡の植栽を管理し、快適な生活環境を維持する。

内
業務場所

仲町・桜井町・国見町・二見町・東町・三島町・北長野・日の出町・北町・大町西・大町東・大町南・栄町・萱
概 要

浜の市営住宅及び中里団地跡の計１５箇所容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該シルバー人材センターは、軽易な本業務を的確に遂行できる人的能力を有していることから、高齢者の就業

の機会の確保と社会参加に寄与するため、当該シルバー人材センターとの随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部建築住宅課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 0 3

件 名 等 災害情報等メール配信システム借上げ

契 履行場所 危機管理課

種 類 賃貸借
約

手動入力及び気象庁発表の気象注意報・警報等や防災行政無線システムと連動した自動メール配信システムの借

上げを行うもの
内

　機能概要

（１）気象庁発表の注意報・警報・特別警報、地震情報、津波情報のリアルタイム受信及び
概 要

　　　対象地域への発令または解除があった際の自動メール発信機能容
（２）防災行政無線システムと連動、自動メール発信機能

（３）手動入力内容のメール配信機能

（４）手動入力内容の緊急速報「エリアメール」、および緊急速報メール配信機能

日本電気株式会社　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大内　文彦

方 福島県　福島市　本町５番５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、南相馬市の防災行政無線システムの機器及びシステムを構築した施工業者である。

　本システムは防災行政無線システムと連動した自動メール配信機能を有しており、運用する上で機器及びシス

テム構成の熟知が必要となるため、適切な運用を確保できる当該業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 0 4

件 名 等 鹿島保健センター警備業務委託

契 履行場所 鹿島保健センター（南相馬市鹿島区西町三丁目地内）

種 類 業務委託
約

施設の正常な運営を確保するため、以下の警備業務を委託するもの。

（1）火災、盗難及び不良行為の拡大防止。
内

（2）事故確認時における関係先への通報連絡。

（3）警備報告書の提出。
概 要

容

ＡＬＳＯＫ福島株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　前田　泰彦

方 福島県郡山市　喜久田町字松ヶ作１６番地９８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は施設の防犯・防災・保全を目的に警備業務を行うものであり、使用時間を除き24時間施設を監視し、

緊急時には迅速に対応することが求められる。

　当該業務は機械警備であり、機器設置業者以外では管理を行うことができない。当該機械設備を継続使用する
随

ことが、空白期間なく警備業務を遂行することに不可欠であるため、当該業者と随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部健康づくり課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 0 6

件 名 等 税務申告支援システム運用サポート業務委託

契 履行場所 税務課

種 類 業務委託
約

住民税の申告・課税業務で、運用している税務申告支援システムの各種サポート業務について委託するもの。

内
　業務内容

（１）税務申告支援運用サポート業務
概 要

（２）申告用機器設置業務容
（３）運用関連業務　　　など

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

申告業務においては、税務申告支援システム及び住民情報システムそれぞれにおいて、各種データの抽出及び加

工処理を行う必要があるが、データの抽出・加工には各システムのデータベースを直接操作する必要がある。

このため、外部委託業者には両方のシステムに精通し正確に作業ができること、また、万が一、既存データ及び
随

機能に不具合が発生した場合も迅速に対応できることが求められるが、両方のシステムのデータベースの操作が

でき、各種業務を限られた期間内に正確かつ迅速に履行することができるのは、当該業者のみであることから、意
随意契約とするもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 0 9

件 名 等 南相馬市産農産物等情報発信業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　農政課

種 類 業務委託
約

ポータルサイトを中心に、ＳＮＳや動画、紙媒体などを組み合わせた様々な形態により、市内で生産される農産

物等の特徴や魅力、生産者の想いなどを発信することで、更なる認知度の向上や他産地との差別化、風評被害の
内

払拭を図る。

ポータルサイト掲載用の記事作成・動画編集（１２件）
概 要

テスト及び管理保守容
Ｗｅｂ広告（YouTube、Google、Yahoo!等）の実施

ＰＲ用ポスター、チラシ、パンフレットの制作

市内生産者向けワークショップの開催（４回）

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　古野　浩樹

方 東京都　港区　芝三丁目２３番地１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、「南相馬市産農産物等ポータルサイト」等により市内で生産される農産物等の特徴や魅力、

生産者の想いなどを発信することで、更なる認知度の向上や他産地との差別化、風評被害の払拭を図っていくこ

とを目的としている。
随

　当該業者は、当該ポータルサイトの構築業者であり、業務内容にはサイトの保守管理も含んでいることから、

障害発生時の復旧やデータ漏洩などのセキュリティリスクに対応できる唯一の業者であるため随意契約とするも意
の。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 1 3

件 名 等 エレベーター保守点検業務委託（南相馬市役所）

契 履行場所 南相馬市役所

種 類 業務委託
約

　エレベーターの正常な運転機能を維持するため、技術員の派遣及び常時遠隔監視を行い、適切な点検とプログ

ラムによる整備や必要と判定した場合は機器を構成する部品の修理又は取替を行う。
内

概 要
容

株式会社日立ビルシステム　東日本支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　柾谷　隆一

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町三丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該エレベーターについては、日立製のエレベーターであり、当該業者以外では保守点検を行うことができな

いため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 1 4

件 名 等 南相馬市復興支援員設置業務委託

契 履行場所 一般社団法人　南相馬観光協会

種 類 業務委託
約

　復興に伴う地域力の再生・維持・強化に資する活動を通じて、地域コミュニティの再構築を図るため、南相馬

市復興支援員設置要綱第２条に掲げる業務を実施し、南相馬市と協力して被災地等の復興支援を行う。
内

　業務概要

（１）復興支援員の職務環境の整備　　（４）支援員活動
概 要

（２）支援員の配置（２名）　　　　　（５）指導管理容
（３）事業推進　　　　　　　　　　　（６）報告書作成

一般社団法人南相馬観光協会
名 称

相

手 代 表 者 会長　鈴木　清重

方 南相馬市　原町区本町二丁目５２番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本市の観光に深く精通しているとともに、当該事業を実施するために必要なノウハウやネットワークが構築さ

れており、地域コミュニティの再構築を図るための拠点として復興支援員を配置し機能できるのは（一社）南相

馬観光協会のみであることから、当該事業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 1 5

件 名 等 スクールカウンセリング等業務委託

契 履行場所 原町第一中学校ほか７校

種 類 業務委託
約

　社会的に問題となっているいじめや不登校などの児童生徒間の問題の解決、震災後の心のケアに資することを

目的に、児童生徒の心のケアや教職員や保護者に対して指導助言等行うため、スクールカウンセリング等を実施
内

するもの。

 【派遣校】
概 要

　　原町第三小学校、小高小学校、原町第一中学校、原町第二中学校、原町第三中学校、石神中学校、容
　　鹿島中学校、小高中学校

学校法人国際学園
名 称

相

手 代 表 者 理事長　宮澤　保夫

方 神奈川県　横浜市青葉区　さつきが丘８番８０
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、小中学校において臨床心理士等の有資格者によるカウンセリングの実施、学校関係者やスクール

 ソーシャルワーカー等との連携・協力依頼があり、震災後の平成２４年度以降から継続して市内小中学校にお

いてカウンセラー業務が行われてきた。児童生徒の心の成長をきめ細やかに継続して見守るためには長期的なケ
随

アが必要であり、派遣学校における児童生徒の心理的な変遷や実態に即したカウンセリングができる事業所が当

該事業者のみであるため、随意契約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 1 8

件 名 等 南相馬産米販促プロモーション業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　農政課

種 類 業務委託
約

　南相馬市産米の魅力を市内外に広く認識してもらうことにより、利用の拡大、さらには生産者の生産意欲の向

上等につなげる。
内

ポータルサイトの維持管理　１式

生産者取材　１式
概 要

イベント実施　１式容

株式会社東日本朝日広告社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　菅原　勝朗

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目２番６号朝日新聞仙台ビル７階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、南相馬市産米の魅力を市内外に広く認識してもらうことにより、利用の拡大、さらには生産者の生

産意欲の向上等につなげることを目的に、令和３年度から実施している。

　当該業者は南相馬市産米ＰＲ用ポータルサイト「南相馬米’Ｓ」の構築を行っており、ポータルサイトを活用
随

した情報発信や、コンテンツの拡充など効果的な業務が見込まれる。

　また、生産者への取材や市と連携してＰＲ活動の企画運営等も行っており、南相馬市産米の取組について広い意
知見を有していることから、本業務を円滑かつ確実に実施できる事業者であるため随意契約とするもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 1 9

件 名 等 生涯学習センター（原町、ひばり）施設管理業務委託

契 履行場所 原町生涯学習センター、ひばり生涯学習センター

種 類 業務委託
約

原町・ひばり生涯学習センターの夜間・休祝日における適切な施設利用と管理運営を図るため、管理人による施

設管理業務を行う。
内

就労人員
概 要

　ひばり生涯学習センター　１名、原町生涯学習センター　　２名容
就労時間（年末年始の休館日除く）

　昼間管理（土日祝日のみ）　８時３０分から１７時１５分まで

　夜間管理（平日土日祝日）　１７時から２１時まで

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、軽易な施設管理業務であり、上記業者は当該業務を的確に遂行できる人的能力を有していること

から、高齢者の就業機会の確保と社会参加に寄与するため、シルバー人材センターとの随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 2 1

件 名 等 学校給食センター給食業務委託（鹿島区）

契 履行場所 南相馬市学校給食センター

種 類 業務委託
約

南相馬市学校給食センターにおける学校給食業務の委託。

内
　業務内容

　（１）食材の検収　　　　　　（５）施設・設備の清掃及び点検等
概 要

　（２）調理　　　　　　　　　（６）廃棄物の処理容
　（３）配缶及び回収　　　　　（７）長期休業中の作業（給食調理室及びその附帯施設・設備の清掃等）

　（４）使用器具の消毒等　　　（８）その他（１）～（５）に付帯して必要とされる業務

かしま給食企業組合
名 称

相

手 代 表 者 代表理事　若松　篤実

方 南相馬市　鹿島区寺内字狐畑１４番地の３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

平成１７年４月１日より、鹿島区の南相馬市学校給食センター給食業務を民間委託するにあたり、専門業者への

委託ではなく、市内経済状況・雇用環境等を考慮し、商工会議所を通し創業意欲・企業意欲のある方々に打診し

た結果、給食業務を理解した業者によって新たに企業組合を設立して事業を委託した経緯があり、現在に至る。
随

それ以後、学校給食業務に問題を生じることなく遂行していることから、入札参加資格を有する業者のうち鹿島

内の業者で当該業務を受託できる唯一の業者であるため、随意契約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 2 6

件 名 等 仮置場維持管理業務委託

契 履行場所 北泉仮置場外

種 類 業務委託
約

　除染で発生した除去土壌等を安全かつ適切に保管するため、仮置場を常時良好な状態に維持管理し、異常が生

じた場合は適切な措置・補修等を行うもの。
内

維持管理対象仮置場　３か所
概 要

容

竹中工務店・竹中土木・安藤ハザマ・千代田テクノル共同企業体　株式会社竹中工務店　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　鈴木　一巳

方 宮城県　仙台市青葉区　国分町３－４－３３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、これまで当該事業者に委託した「除去物保管管理南相馬市除染作業及び除去土壌等の保管管理業務」

において整備した仮置場の維持管理を行う業務である。

仮置場で異常が発生した際には迅速な対応が必要となり、これを可能とする業者は、各仮置場の構造を熟知し、
随

補修に対する専門的な知識や技術を持ち、業務を習熟している当該事業者のみであるため、随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部環境回復推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 2 9

件 名 等 小中学校高速通信環境保守業務委託

契 履行場所 小中学校１８校

種 類 業務委託
約

小中学校に設置したネットワーク機器の保守業務を行うことにより安定的な学習環境の保持と運用管理を図る。

保守対象物品
内

・UTM　FG-400E　４台　外４９０台

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

小中学校ネットワーク機器は、当該業者が導入して環境構築を行ったため、保守業務については当該事業者のみ

しか行えないことから、当該事業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 3 0

件 名 等 仮置場原状回復業務委託

契 履行場所 北泉仮置場外

種 類 業務委託
約

　市発注の除染作業に伴い発生した除去土壌等の保管を行う仮置場について、除去土壌等を中間貯蔵施設に輸送

したことから、地権者に返還するため原状回復を行う。
内

仮置場原状回復業務　一式
概 要

北泉仮置場外２か所容

竹中工務店・竹中土木・安藤ハザマ・千代田テクノル共同企業体　株式会社竹中工務店　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　鈴木　一巳

方 宮城県　仙台市青葉区　国分町３－４－３３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、これまで当該事業者に委託した「除去物保管管理南相馬市除染作業及び除去土壌等の保管管理業務」

において整備した仮置場の原状回復を行う業務である。

仮置場を造成し構造を熟知しており、業務を習熟しているのは当該事業者のみであるため、随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部環境回復推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 3 5

件 名 等 南相馬市移住促進LINE情報配信システム運用業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

本市への移住に関心のある者を獲得するとともに、移住に必要となる情報を効果的かつ効率的に配信し、移住相

談を時間を問わず、実施できるように受入体制を整備することで、移住者を増加させるための運用を行う。
内

・システムの運用保守（セグメント配信、リッチメニュー更新、チャットボットの更新）

・LINE広告の実施
概 要

・LINE広告にかかるバナーの制作容

株式会社クラブネッツ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　冨安　仁

方 東京都　渋谷区　渋谷３－２８－１３　渋谷新南口ビル１Ｆ
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、本市への移住に関心のある者に向けて、必要となる情報を効果的かつ効率的に配信し、移住相談に

ついて時間を問わず実施するための受入体制整備に資する業務である。

　当該業者は、本システムの構築会社であり、２４時間３６５日運用のためのシステム保守や定期的なバージョ
随

ン更新、障害発生時の保守体制が可能な唯一の業者であることから、当該業者と随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 3 6

件 名 等 南相馬市サポーター会報誌編集業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

南相馬市とつながりを持ちたいと考える南相馬市サポーターに南相馬市の情報を伝え、南相馬市の魅力を知り、

実際に南相馬市を訪れること等につなげることで関係性を深めるために年２回の会報誌の発行を行う。
内

年２回（７月、１月）　各2,000部

概 要
容

一般社団法人南相馬観光協会
名 称

相

手 代 表 者 会長　鈴木　清重

方 南相馬市　原町区本町二丁目５２番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、南相馬市サポーターへの情報発信及び市へ訪問するきっかけとなることを目的としており、南相馬市

の魅力をより効果的に伝えることが重要である。

当該業者は、様々な市内事業者を会員として保有していることから、市内事業者と連携した事業実施が可能であ
随

ること、また市内の観光情報や相馬野馬追等のイベント情報等に精通しており、効果的な企画提案が可能である

ことから、本業務を実施できる唯一の事業者であるため、随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 3 8

件 名 等 南相馬市サポーターツアー実施業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

市と関わりを持ちたいと考えている南相馬市サポーターの本市への来訪機会の創出および本市への関心をさらに

高めることで関係性を深めるために、年２回会報誌と連動したツアーを実施する。
内

年２回（8月、2月）実施予定

概 要
容

一般社団法人南相馬観光協会
名 称

相

手 代 表 者 会長　鈴木　清重

方 南相馬市　原町区本町二丁目５２番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、南相馬市サポーターへの情報発信を行うとともに、サポーター会報誌との連動企画による市内ツア

ーを実施し、本市への来訪機会の創出と本市との関係性を深めることを目的とした業務である。

　当該協会は、業種や目的が多岐にわたる市内業者等で構成されていることから、ツアーに関する市内事業者と
随

連携し、効率的な事業実施が可能である。また、相馬野馬追をはじめとする通年での観光情報を提供できること

から、時期を捉え本市の魅力を再認識してもらうための効果的な企画提案が可能であると見込めることから、当意
該協会と随意契約するもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 4 0

件 名 等 ジャンボタクシー受付業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区内　外

種 類 業務委託
約

旧避難指示区域内の交通弱者の生活支援のために市が運行するジャンボタクシーの乗車予約受付を行う。

内
　業務内容

・受付センターの設置
概 要

・乗車予約の受付容
・ジャンボタクシーの配車　など

有限会社富士タクシー
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　小林　清人

方 南相馬市　小高区本町一丁目５７番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、旧避難指示区域内における交通弱者の生活支援にかかるジャンボタクシーの乗車予約受付業務であ

意り、迅速な対応など利用者の利便性の向上を目的にとして、予約受付から配車までの一元管理が可能なのは、

区域内において当該業者のみであることから、確実な履行が見込める当該業者と随意契約するもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部被災者支援課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 4 3

件 名 等 林道維持管理業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

　南相馬市内林道の円滑な通行を確保し、交通事故などを未然に防止するため、草刈り、側溝等道路施設の清掃

等の維持管理を行う。
内

※業務内容
概 要

　　側溝土砂撤去及び清掃、草刈り、支障木伐採及び撤去、緊急的な道路補修等容
　　４８路線（鹿島区：１９路線、原町区：２２路線、小高区：７路線）

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託は、主に人力による林道維持管理を行うものであり、南相馬市復興事業協同組合には南相馬市内建設業

者が複数加入して作業員の確保が十分できること、また、南相馬市内全域の林道現況を把握しており、市からの

緊急的な業務にも対応ができることから、本業務を遂行できるのは当該業者のみであるため随意契約とするもの
随

。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 4 8

件 名 等 外国人活躍推進事業業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区旭町二丁目３５番地

種 類 業務委託
約

南相馬市内に在住または在住を希望する外国人に対して、雇用、在留手続、医療、福祉、出産・子育て・子ども

の教育等の生活に関わる様々な疑問や悩みに対して、多言語による適切な情報提供及び相談対応を行うとともに
内

、市内事業者の外国人雇用促進を図るため、一元的な窓口となる「南相馬市外国人活躍支援センター」を運営し

、各種の支援事業等を行うもの。
概 要

容

一般社団法人南相馬市外国人活躍支援協会
名 称

相

手 代 表 者 会長　大内　安男

方 南相馬市　原町区旭町二丁目３５番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、「南相馬市外国人活躍支援センター」を運営し、市内事業所の外国人雇用に対する支援を行うととも

に、市内に在住または在住を希望する外国人に対して、雇用、在留手続、医療、福祉、地域交流等の生活に関わ

る様々な相談に対する支援を行うものである。
随

当該法人は、外国人が南相馬市で活躍できる多文化共生社会を目指すことを目的とし、市内の関係機関の代表者

等で設立された法人であり、外国人が直面する多様な問題を支援する体制が構築されているとともに、多言語に意
よる情報提供や総合的な相談窓口機能を一元的に行える唯一の組織であることから、当該法人と随意契約とする

もの。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 5 1

件 名 等 食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託（学校教育課分）

契 履行場所 学校給食センター、原町第一小学校、石神第二小学校、小高小学校、原町第一中学校

種 類 業務委託
約

　学校給食に対する安全安心の確保を図るため、放射能簡易分析装置１０台を学校給食センター、原町第一小学

校、石神第二小学校、小高小学校、原町第一中学校に配置し、給食食材等の検査を行っている。当該分析装置に
内

ついては、放射能測定の正確性を確保するために年に一回の保守点検を行う必要があることから、保守点検業務

を委託するもの。
概 要

容
作業予定　学校給食センター３台、小高小学校１台、原町第一小学校２台

　　　　　石神第二小学校２台、原町第一中学校２台

宝化成機器株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　井上　昭二

方 福島県　郡山市　喜久田町卸一丁目６２番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本市学校給食センター及び市内小中学校に設置してある分析装置「ＣＡＮ－ＯＳＰ－ＮＡＩ」１０台については

当該事業者が納入者であり、分析装置の保守点検は当該事業者しか行えないことから、随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 5 2

件 名 等 原町区内中学校給食業務委託

契 履行場所 原町区内中学校

種 類 業務委託
約

原町区内中学校における給食調理業務を委託し、学校給食の運営を図る。

内
業務内容

　（１）食材の検収　　　　　　（５）施設・設備の清掃及び点検等
概 要

　（２）調理　　　　　　　　　（６）廃棄物の処理容
　（３）配缶及び回収　　　　　（７）長期休業中の作業（給食調理室及びその附帯施設・設備の清掃等）

　（４）使用器具の消毒等　　　（８）その他（１）～（５）に付帯して必要とされる業務

あぶくま給食サービス企業組合
名 称

相

手 代 表 者 代表理事　前田　一男

方 南相馬市　原町区栄町二丁目９番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

平成１６年４月１日より原町区内各中学校給食調理業務の一部を民間委託するにあたり、専門業者への委託では

なく、市内経済状況・雇用環境等を考慮し、商工会議所を通し創業意欲・企業意欲のある方々に打診した結果、

給食業務を理解した業者によって新たに企業組合を設立して事業を委託した経緯があり、現在に至る。それ以後
随

、学校給食業務に問題を生じることなく遂行していることから、入札参加資格を有する業者のうち原町区内の業

者で当該業務を受託できる唯一の業者であるため、随意契約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 5 5

件 名 等 原町陣ケ崎公園墓地清掃業務委託

契 履行場所 市営原町陣ケ崎公園墓地

種 類 業務委託
約

市営原町陣ケ崎公園墓地内（１～３号調整池、２号調整池先１号流末排水路、３号調整池先２号流末排水路含む

）の景観美化を保つため、ごみ清掃、トイレ清掃・管理、除草、樹木の剪定作業等を行うものとする。
内

概 要
容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業務は、軽易な施設管理業務であり、公益財団法人　南相馬市シルバー人材センターは当該業務を的確に遂

行できる人的能力を有していることから、高齢者の就業の機会確保と社会参加推進に寄与するため、当該業者と

の随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 5 6

件 名 等 原ノ町駅人道跨線橋昇降機保全及び定期検査業務委託

契 履行場所 原ノ町駅人道跨線橋

種 類 業務委託
約

　原ノ町駅の西口及び東口に設置している人道跨線橋昇降機を適正な状態に保つため、点検・保守管理を行う。

内

概 要
容

株式会社日立ビルシステム　東日本支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　柾谷　隆一

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町三丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本昇降機については、日立ビルシステム製の設備であり、製造元である当該業者以外では保守（保全・検査）

を行うことができないことから、当該設置業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 6 1

件 名 等 南相馬市博物館環境調査業務委託

契 履行場所 南相馬市博物館

種 類 業務委託
約

　南相馬市博物館（１階全域・地下倉庫）の環境調査及び報告

内
調査内容　昆虫生息調査、浮遊菌調査、塵埃調査、紫外線照度調査

調査回数　年４回
概 要

容

仙台湾燻蒸株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　髙田　徹四郎

方 宮城県　塩釜市　港町二丁目３番９号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、南相馬市博物館で収蔵及び展示している資料（文化財）に被害を加える昆虫の生息状況のモニタリ

ング及び浮遊菌調査等を行うものである。

　当該業者は、業務可能な人員の確保が可能であり、昆虫生息調査等の資格を有し実績もあり、業務内容を熟知
随

していること、また、他に実施可能な業者が無いことから、当該業者との随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課博物館　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 6 3

件 名 等 南相馬市博物館清掃業務委託

契 履行場所 南相馬市博物館

種 類 業務委託
約

　南相馬市博物館の環境美化及び施設保全のため、館内及び敷地内の清掃を行う。

内
・業務日　　毎週日曜日から土曜日まで（以下の休館日を除く）

　　　　　　（月曜日（国民の祝日にあたる場合翌平日）、相馬野馬追最終日の翌平日、
概 要

　　　　　　　１２月２９日から１月３日まで）容
・業務時間　午前８時３０分から午後３時まで

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　この業務は軽易な清掃業務であり、当該法人はその業務を的確に遂行できる人的能力を有している。

　また、高年齢者の就業機会の拡大及び社会参加の寄与に資するため、当該法人との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課博物館　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 7 8

件 名 等 施設管理業務委託（中央図書館）

契 履行場所 南相馬市立中央図書館

種 類 業務委託
約

中央図書館、市民情報交流センター及び駐車場内の巡視・点検を行うもの。

内
　業務内容

　・施設内及び敷地内の巡視・点検
概 要

　・施設内設備（給排水設備、空調設備、電気設備等）の点検、管理容
　・施設の簡易な修繕及び補修

　・敷地内の維持管理（植栽樹木〔低木〕の剪定及び除草等を含む）

　・備品の点検・補修　など

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項

に規定するシルバー人材センターで、その所在地が南相馬市内にあるものに該当する団体であり、高年齢者に適

した業務で、雇用の安定に寄与し、かつ安価に契約できるため。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局中央図書館　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 7 9

件 名 等 農業集落排水処理施設維持管理業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区浮田字浮田地内外

種 類 業務委託
約

農業集落排水処理施設及びマンホールポンプ場の維持管理業務を委託する。

内
対象施設　終末処理場　２カ所

　　　　　マンホールポンプ場　１５カ所
概 要

　　　　　大型浄化槽　１カ所容

株式会社相双衛生
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　林　靖

方 南相馬市　原町区上渋佐字原田１７６番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本施設（５０１人槽以上）の維持管理を行うにあたり必要な浄化槽技術管理者の資格を有することと、当該施設

を熟知し、適切な業務遂行が見込まれる業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 8 1

件 名 等 イントラネット保守業務委託

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 業務委託
約

　市の公共施設向け自営光ファイバー網により、庁舎間や各公共施設をネットワークで結んでおり、職員が安心

して業務執行ができるよう情報セキュリティの確保及び保守を行う。
内

　保守内容

　　・運用管理
概 要

　　・故障修理容
　　・ライセンス更新管理

　　・専用線及び回線設備維持

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、イントラネットの機器導入および構築を行った当該業者でなければ履行できないことから、当

該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 8 2

件 名 等 南相馬市防犯カメラシステム設備保守管理業務委託（旧避難指示区域内）

契 履行場所 南相馬市小高区大井字深町地内外

種 類 業務委託
約

市内１９箇所（小高区１６箇所、原町区３箇所）に設置した防犯カメラシステム設備について、点検、測定等に

より不具合及び劣化の状況を把握し、システムが正確に稼働・運用できるよう保守を行うとともに、定期的なハ
内

ードディスクの交換作業を行う。

概 要
容

株式会社メディアシステム
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　渡邉　弘志

方 福島県　福島市　御山字稲荷田８３番地２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該システムは、当該業者が構築及び設置したものであり、機器の内容を熟知する構築業者以外では保守・点検

を行うことができないことから、当該業者と随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 8 3

件 名 等 インターネット閲覧環境保守業務委託

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 業務委託
約

職員が安全にインターネットを閲覧できるシステムの保守業務を行う。

　保守内容
内

　　・ソフトウェアの保守

　　・市からの問い合わせ対応
概 要

　　・システムの更新・変更等容
　　・各種ソフトウェアの提供

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託業務は、インターネット閲覧環境の構築元である当該業者でなければ履行できないことから、当該業者と

随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 8 4

件 名 等 南相馬市防犯カメラシステム設備保守管理業務委託（旧避難指示区域外）

契 履行場所 南相馬市鹿島区　外

種 類 業務委託
約

市内１２箇所（鹿島区　４箇所、原町区　８箇所）に設置した防犯カメラシステム設備について、点検、測定等

により不具合及び劣化の状況を把握し、システムが正確に稼働・運用できるよう保守を行うとともに、定期的な
内

ハードディスクの交換作業を行う。

概 要
容

株式会社メディアシステム
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　渡邉　弘志

方 福島県　福島市　御山字稲荷田８３番地２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該システムは、当該業者が構築及び設置したものであり、機器の内容を熟知する構築業者以外では保守・点検

を行うことができないことから、当該業者と随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 8 5

件 名 等 仮想化デスクトップシステム保守業務委託

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 業務委託
約

行政情報系仮想化デスクトップシステムにおけるソフトウェア及びハードウェアの保守業務を行うもの。

　対象機器
内

　　・行政情報系仮想パソコン群(150台)の管理サーバー

　保守内容
概 要

　　・稼働状況確認容
　　・遠隔操作によるシステム更新・変更

　　・機器の故障時の修理　等

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託業務は、行政情報系仮想化システムの機器導入および構築を行った当該業者でなければ履行できないこと

から、当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 8 7

件 名 等 住民情報システム保守業務委託

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 業務委託
約

住民情報システムにおける、ソフトウェア等の保守業務を行うことにより安定的な運用管理を図る。

　対象システム
内

　　・住民記録、個人住宅税管理 他28業務システムの保守管理

　　・ハードウェア保守
概 要

　保守内容容
　　・遠隔操作によるシステム更新・変更

　　・問い合わせ対応

　　・障害発生時の修復作業　等

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託業務は、住民情報システムの開発元である当該業者でなければ履行できないことから、当該業者と随意契

約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 8 8

件 名 等 住民情報系仮想化デスクトップシステム保守業務委託

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 業務委託
約

住民情報系仮想化デスクトップシステムにおけるソフトウェア及びハードウェアについて保守を行う。

　対象機器
内

　　・住民情報系システム用仮想パソコン群(250台)の管理サーバー

　保守内容
概 要

　　・稼働状況確認容
　　・遠隔操作によるシステム更新・変更

　　・機器の故障時の修理等

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託業務は、住民情報系仮想化システムの機器導入および構築を行った当該業者でなければ履行できないこと

から、当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 8 9

件 名 等 標準レイアウト改修業務委託

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 業務委託
約

　社会保障・税番号制度の情報連携機能に関して、令和４年度に対応が必須とされているデータ標準レイアウト

の改版対応作業（副本再登録、および情報照会機能見直し）を実施する。
内

　委託業務

　　・標準レイアウト改定対応作業
概 要

　　・副本再登録作業容
　　・市職員の作業支援

　　・問い合わせ対応

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、社会保障・税番号制度の情報連携機能を使用する住民情報システムの開発元である当該業者で

なければ履行できないことから、当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 9 2

件 名 等 南相馬市小中学校ＩＣＴ利活用支援業務委託

契 履行場所 学校教育課

種 類 業務委託
約

小中学校に整備されたＩＣＴ機器を活用した授業の質向上のため、ＩＣＴ利活用に係る支援業務を委託する。

内
　ＩＣＴ支援員配置人数　９人（１人あたり担当２校以内）

概 要
容

株式会社夢デザイン総合研究所　南相馬支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　森　仁市

方 南相馬市　原町区桜井町一丁目２６７番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　上記業者とは令和２年度から継続して委託契約を結んでおり、ＩＣＴ支援員はタブレット端末や学習用アプリ

ケーションソフトの導入支援のほか、活用に向けた検討・準備等を教職員と行っており、各校の状況を熟知し、

先生方との信頼関係も築かれている。
随

　また、年度当初には、進級や学級編成に伴う児童生徒の登録作業や教職員向け研修会を実施する必要があり、

それらを担えるのは各校のシステム運用や活用状況に精通している上記業者のみであることから随意契約するも意
の。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 9 4

件 名 等 関係案内所運営業務委託

契 履行場所 小高駅駅舎（福島県南相馬市小高区東町１丁目）及び市内一円

種 類 業務委託
約

小高駅舎の管理運営に基づき、駅利用者の見守り業務を行う。 また、市内の活性化に資する賑わい創造を目的

として、駅舎や駅前を活用したイベント等を行う。
内

概 要
容

ＮｅｘｔＣｏｍｍｏｎｓＬａｂ南相馬
名 称

相

手 代 表 者 和田　智行

方 南相馬市　小高区本町１－８７　小高パイオニアヴィレッジ
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務を遂行する上で、小高駅利用者との関係を構築し、来訪者に対しては地域の案内役として業務を行う

必要がある。また、地域資源などを活用した地域活性化に資する事業構築や、駅を起点として地域内外の人々の

交流を促進させることも重要な役割として挙げられる。
随

　当該団体は、令和元年度から当該事業を受託し運営に携わっている。また、地域課題や地域資源に焦点をあて

たプロジェクトを推進する団体であることや、都市部及び各地方に連携・協力団体を有しており、また、東日本意
旅客鉄道株式会社との連携を図っているなど多職種連携による観光等交流人口の拡大が可能である。このことか

ら当該業務を遂行できる業者であるため上記業者と随意契約する契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 9 5

件 名 等 定額タクシー運行支援業務委託

契 履行場所 企画課

種 類 業務委託
約

定額タクシー事業に係る改善策などの検討のため、登録及び利用状況等の集計・分析を行う。

・利用状況の集計・分析支援　一式
内

・次期制度改正提案資料作成　一式

・報告書作成　一式
概 要

・打合せ協議　一式容

株式会社千代田コンサルタント　南相馬営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　花岡　宏

方 南相馬市　原町区高見町二丁目１５番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、定額タクシー事業開始当初から運行支援業務を受託し、利用者データベースの構築や利用状況の

分析を行っており、事業を継続するにあたり他の業者では対応が不可能であるため、当該業者と随意契約を行う

もの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部企画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 9 7

件 名 等 南相馬チャンネル管理業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区・鹿島区・原町区

種 類 業務委託
約

南相馬チャンネルのコンテンツ制作および放送施設の保守管理を行う。

内
運営・管理業務　一式

放送コンテンツ制作・管理業務　一式
概 要

運営及びコンテンツ制作関連業務　一式容
難視聴対策業務　一式

放送システム保守業務　一式

有限会社フィッシュアイ　南相馬スタジオ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　高橋　秀忠

方 南相馬市　原町区二見町一丁目４２－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該事業者は、これまで南相馬チャンネルのコンテンツ制作や機器保守の実績があり、市内に事業所を有してい

ることから、放送機器に不具合等が発生した場合でも早急な対応が可能な唯一の事業者であることから随意契約

とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部秘書課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 9 8

件 名 等 南相馬市人事評価制度運用支援業務委託

契 履行場所 総務課

種 類 業務委託
約

　職員に対し、南相馬市人事評価制度の理解、浸透、定着を図るための運用支援を行い、職員の能力育成を図る

もの。
内

　部門間調整会議実施（難易度・達成度）年２回

　準備会合打合せ、システム化移行に係る指導、資料作成、確認等
概 要

容

学校法人産業能率大学
名 称

相

手 代 表 者 理事長　上野　俊一

方 東京都　世田谷区　等々力六丁目３９番１５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、平成２７年度から本市の人事評価制度の構築及び導入を共に実施し、これまでの経過や状況を十

分に把握している唯一の業者であり、他の業者では対応が不可能であるため当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 1 9 9

件 名 等 電算システム運用支援業務委託

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 業務委託
約

　電算関連業務全般に関するコンサルタント業務、職員が業務で使用するパソコン全般の管理及び市が独自に導

入したシステムに係る運用支援業務
内

概 要
容

株式会社ＦＳＫ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鬼澤　浩正

方 福島県　いわき市　内郷御厩町三丁目１６８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、電算関連業務全般に関するコンサルタント業務、職員が業務で使用するパソコン全般の管理及

び市が独自に導入したシステムに係る運用支援業務であり、行政システム全般を取り扱わなければならないこと

から、当該業者と随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 0 0

件 名 等 超高速インターネット光ファイバ網保守業務委託

契 履行場所 福島県南相馬市

種 類 業務委託
約

小高区・鹿島区に市民向け光ファイバーを市で敷設し民間通信事業者へ貸出を行い、地域住民へインターネット

サービスを提供していることから、安定的なサービスの運用を図るため、回線及び設備の保守管理を行うもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ファイバーケーブルの保守については、光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約の規定に基づき、当該業者が実

施することとなっていることから、当該業者と随意契約とするものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



執行伺書
総務部デジタル推進課情報システム係 (庁内電話 )

起案者
★主事補　【当初入力】デジタル推進課情報システム係

起案日 令和 4年 4月 1日 決裁日 令和　　年　　月　　日

令和 4年度 契約番号 2022000201

設計額         ¥14,575,000
うち消費税額          ¥1,325,000

業務区分 業務委託負担行為限度額         ¥14,575,000
随意契約契約方法

所属 1010025000総務部デジタル推進課
契約依頼先 1010030000

総務部財政課
会計 01 一般会計

予算区分 1 現年

事業番号 00138 行政情報システム管理運営事業

節内訳番号 00084 委託料　一般委託料　事務作業等委託

02款 総務費

項 01 総務管理費 関連文書番号
目 情報管理費08 ファイル
事業 F4 行政情報システム管理運営事業 管理番号

20 行政情報システム管理運営事業 ファイル名

00

A2022000201A

00

節 委託料12
細節 01 一般委託料

細々節 020 事務作業等委託

短時間勤務職員の共済掛金適用に係る改修業務委託
委託名

総務部総務課・デジタル推進課履行場所

概要 　令和４年１０月に年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律による地方公務員等共済組
合法において、「短時間勤務者の共済加入制度」が施行される。
本事業は、当市行政情報システムにおける当該制度に対応することを目的とする。

履行期間 令和 4年 4月 1日　から　令和 4年 9月30日　まで

備考

IP34P010 342010000003367000342010



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 0 2

件 名 等 人事評価システム構築業務委託

契 履行場所 総務課・デジタル推進課

種 類 業務委託
約

　本市における効果的な人事評価制度を構築し、円滑に進めるための基本的機能を備えた「人事評価システム」

を導入することにより、全職員の作業の効率化を図るとともに、人事評価結果を迅速かつ正確に、人事管理、人
内

材育成に活用することを目的とする。

概 要
容

株式会社ＦＳＫ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鬼澤　浩正

方 福島県　いわき市　内郷御厩町三丁目１６８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、現在、市で運用している行政情報システム上に対しサブシステムとして導入するため、行政情

報システムの開発元である当該業者でなければ履行できないことから、当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 0 8

件 名 等 学校管理業務委託

契 履行場所 市内小中学校（１７校）

種 類 業務委託
約

市内小中学校の児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることができるよう学校の施設等の適正な管理や清掃等を

行う。
内

（学校用務員の委託）

　小学校１２校、中学校５校
概 要

（学校管理業務）容
　学校の開門、施設・設備等の維持管理、清掃作業の校舎内外の環境整備など

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業務は、軽易な施設管理業務であり、上記業者は、当該業務を的確に遂行できる人的能力を有している。

また、上記業者と契約することは、高齢者の就業の機会の確保と社会参加に寄与する。以上の理由から、南相馬

市シルバー人材センターとの随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 1 0

件 名 等 行政情報システム保守業務委託

契 履行場所 総務部デジタル推進課

種 類 業務委託
約

　平成30年度に構築、運用を開始した、行政情報システムのハードウェア・ソフトウェアの保守、業務システム

ごとの運用サポート、システム障害の対応等を行い、同システムを安定的に稼働させることを目的とする。
内

　対象システム

　　・財務会計システム　　・契約管理システム　　・文書管理システム
概 要

　　・庶務管理システム　　・人事給与システム　　他容

株式会社ＦＳＫ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鬼澤　浩正

方 福島県　いわき市　内郷御厩町三丁目１６８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、行政情報システムの開発元である当該業者でなければ履行できないことから、当該業者と随意

契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 2 4

件 名 等 みなみそうま就職ナビウェブサイト管理運営業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区栄町三丁目２４　外

種 類 業務委託
約

市内在住者の市内事業所へ就職及びＵ・Ｉターン就職を促すことを目的に、みなみそうま就職ナビウェブサイト

の管理運営を行い、事業所情報や就職に関わる情報を分かりやすく発信するもの。
内

概 要
容

南相馬ＩＴコンソーシアム
名 称

相

手 代 表 者 代表　田中　章広

方 南相馬市　原町区橋本町１－５２－５
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

みなみそうま就職ナビを管理運営するにあたり、南相馬ITコンソーシアムは、本ウェブサイト及びアプリのシス

テム設計からサイトデザインまで全てを担当した開発事業者であるため、システムの構成を熟知しており、適切

な管理運営を行うことができる唯一の業者であることから随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 2 5

件 名 等 南相馬市地域おこし協力隊募集及び活動支援業務委託

契 履行場所 市内一円

種 類 業務委託
約

都市地域からの新たな人材を呼び込み、地域住民等と連携しながら市内の活性化に資する活動を担う地域に根ざ

した人材を育成し、活力あるまちの創造を図るために、人材募集とその活動支援を行うことを目的とする。
内

概 要
容

株式会社　小高ワーカーズベース
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　和田　智行

方 南相馬市　小高区本町一丁目８７
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

上記業者は小高区の避難指示区域解除当初より、帰還を目指す住民の支援や地域活性化を掲げて、独自の調査結

果から地域の需要を迅速に把握し、企画立案及び運用を行い、一定の成果を上げているとともに、その活動内容

を各種メディアで発信し、地域ブランドの向上を目指すなど、情報発信能力にも長けている。
随

また、平成29年度より継続した業務となるため相手先を変更した場合に効率が著しく低下し、業務の連続性を確

保することが困難である。意
このようなことから、多業種連携による情報発信や隊員募集を継続的に行うことが可能な市内唯一の業者である

ため、上記業者と随意契約することとする。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 2 7

件 名 等 南相馬市仕事・暮らし等体験プログラム実施業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

　将来的な移住・定住につなげるきっかけをつくり、地域の再生加速化を図るため、地方に移住して働きたい・

起業したいという意向を持った若い世代の参加者を対象に、本市の社会課題に対する認知とその解決のための事
内

業アイデアを創出するワークショップを実施する。また、参加者によって創出された事業アイデアの実現（事業

化）に向けた事業の磨き上げや人材の育成、自己実現のための体験プログラムを実施する。
概 要

・事業化アイデア実現プログラム（実証実験、メンターによるフォローアップ研修）容
・新規移住体験プログラム（仕事体験、インターン、企業内研修等）

ＭＹＳＨ合同会社
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　向井　裕人

方 東京都　世田谷区　桜丘三丁目３７－１８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、若い世代を対象に、社会課題に対する認知やその解決における事業アイデアのワークショップ、事

業アイデアの実現に向けた事業の磨き上げや人材の育成から体験プログラムを実施することにより、若い世代の

将来的な移住・定住につなげるきっかけをつくり、地域の再生加速化を図ることを目的としている。
随

　当該業者は、事業創出のために必要な研修プログラムの企画立案から起業支援サポートに関する豊富な実績と

知見を有し、かつ起業意向のある若い世代のネットワークを有している。令和3年度事業において事業化アイデ意
アや起業育成サポート等を実施していることから、参加者との信頼関係が構築されており、令和4年度において

も、継続して事業に参加する意思を持った起業意向を持つ参加者の誘致に成功している。このことから、本業務契
の目的達成のために、効果的かつ有効に事業を遂行できる唯一の事業者であるため、随意契約とするもの。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 3 3

件 名 等 南相馬市防災備蓄倉庫警備業務委託

契 履行場所 南相馬市防災備蓄倉庫

種 類 業務委託
約

　南相馬市防災備蓄倉庫における火災、盗難及び不良行為を防止し、かつ、施設の保全を図って正常な運営を確

保するため警備業務を委託する。
内

　業務内容
概 要

　①火災、盗難及び不良行為の拡大防止容
　②施設の秩序の維持保全

　③事故確知時における関係先への通報連絡

ＡＬＳＯＫ福島株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　前田　泰彦

方 福島県郡山市　喜久田町字松ヶ作１６番地９８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は施設の防犯・防災・保全を目的に警備業務を行うものであり、使用時間を除き24時間施設を監視し、

緊急時には迅速に対応することが求められる。

　当該業務は機械警備であり、機器設置業者以外では管理を行うことができない。当該機械設備を継続使用する
随

ことが、空白期間なく警備業務を遂行することに不可欠であるため、当該業者と随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 3 6

件 名 等 学校教育施設浄化槽清掃業務委託（鹿島区）

契 履行場所 小学校２校、学校給食センター

種 類 業務委託
約

浄化槽法第９条及び第１０条の規定に基づき、鹿島区小学校及び給食センターについて、環境省令で定めるとこ

ろにより浄化槽の処理能力に応じて年１回以上浄化槽設備の清掃を行い、浄化槽の水質保全を図るもの。
内

概 要
容

門馬清掃有限会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　門馬　広毅

方 南相馬市　鹿島区江垂字堂前６０番地の１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１１項に基づき、南相馬市では区毎に浄化槽清掃を行う許可業者を

３社としている。鹿島区については当該業者が指定の業者であり、清掃に必要な資格である浄化槽清掃業許可証

と浄化槽汚泥の一般廃棄物収集運搬業許可証を南相馬市から取得している唯一の業者であるため当該業者との随
随

意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 3 7

件 名 等 移住・定住相談等業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

首都圏在住者などへ移住・定住に関する相談や情報発信などを行いながら、本市における移住・定住人口の増加

を図る。
内

移住・定住に関する相談業務において、移住検討者への不動産情報及び就職情報の収集や提供をとおして移住相

談を実施する。
概 要

容

南相馬市ふるさと回帰支援センター運営委員会
名 称

相

手 代 表 者 会長　宮﨑　和志

方 南相馬市　原町区高見町二丁目３０番地の１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、首都圏在住者などへ移住・定住に関する相談や情報発信などを行いながら、本市における移住・定住

人口の増加を図る業務である。

当業者は、商工団体や農業団体をはじめ、農林業者、旅館業者、不動産業者、観光業者など７０余の個人、団体
随

及び企業から構成され、当該個人、団体及び企業が連携・協力し、各種情報やノウハウなどを活用・発揮しなが

ら、移住・定住に関する様々な取組を実践しており、全国にネットワークを有するほか、相談者などの認知度も意
高いことから、移住定住相談において円滑かつ効果的な取組が行えることから、本業務を履行できるのは当該業

者のみであるため、随意契約とするものである。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 3 9

件 名 等 多様な働き方と人づくり支援事業業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

「マチ・ヒト・シゴトの結び場 NARU」の管理運営を行いながら、多様な働き方に対応したキャリア形成支援を

行うとともに、本事業の参加者（フリーランス、市内事業者等）のスキルマッチングを行い、地域で仕事が循環
内

する仕組みをつくるもの。

　業務内容
概 要

（１）施設の管理運営容
（２）講座等の管理運営

（３）スキルマッチングサイトの運営

株式会社　小高ワーカーズベース
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　和田　智行

方 南相馬市　小高区本町一丁目８７
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、市が指定した物件を使用して、施設の管理運営を行いながら、多様な働き方を学ぶ講座の開催及びス

キルマッチングサイトの運営を委託するものである。

当該業者は、これまでも本事業に携わっており、施設の管理運営及び講座のターゲット層について熟知している
随

こと、また、スキルマッチングサイトの制作業者でもあることから、本業務を適切に運営することができる唯一

の事業者であるため随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 8 1

件 名 等 軽自動車ＪＮＫＳ導入に係るパッケージ機能追加作業業務委託

契 履行場所 南相馬市役所税務課

種 類 業務委託
約

　令和３年度税制改正大綱に基づき、軽自動車税関係手続の電子化対応を目的として、本市の軽自動車税種別割

の納付状況情報を、地方税共同機構の機関システム「軽ＪＮＫＳ」（軽自動車税納付確認システム）にアップロ
内

ードするための追加機能を、本市の税システム（ＡＤＷＯＲＬＤ）に付加するもの。

　なお、導入により、これまで市民課窓口にて発行していた納税証明書が、納税義務等が電子媒体で確認できる
概 要

ようになる。容
　委託業務内容　・ＡＤＷＯＲＬＤ軽自動車税パッケージ機能提供

　　　　　　　　・新規バッチＪＯＢに関するパラメータ設計、運用設計、手順書作成等

　　　　　　　　・適用作業及び機能追加テスト、ＪＮＫＳとの連動テスト

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支店長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、現在市で使用している税基幹システムの開発業者及び保守業者であり、本業務においては税基幹

システムに対し機能を追加することにより、軽自動車税課税及び納付情報と連動するため、本システム開発業者

以外では構築及び履行ができないことから、当該業者との随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 2 8 2

件 名 等 軽自動車ＯＳＳ導入に係るパッケージ機能追加作業業務委託

契 履行場所 南相馬市役所税務課

種 類 業務委託
約

　令和３年度税制改正大綱に基づき、軽自動車税関係手続の電子化対応を目的として、新規新車の三輪四輪車両

登録情報について、地方税共同機構が管理運営する機関システム「軽自動車ＯＳＳ－ＩＦシステム」の登録情報
内

を、本市の税システム（ＡＤＷＯＲＬＤ）にデータでの取り込み機能を付加するもの。

概 要
委託業務内容容
　・ＡＤＷＯＲＬＤ軽自動車税パッケージ機能提供

　・新規バッチＪＯＢに関するパラメータ設計、運用設計、手順書作成等

　・適用作業及び検証作業・総合運用試験対応

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支店長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、現在市で使用している税基幹システムの開発業者及び保守業者であり、本業務においては税基幹

システムに対し機能を追加することにより、軽自動車税課税及び納付情報と連動するため、本システム開発業者

以外では構築及び履行ができないことから、当該業者との随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 0 8

件 名 等 原町水道施設除草業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区牛越字下川原　地内外

種 類 業務委託
約

・施設除草業務　　３回

・樹木剪定業務　　１回
内

概 要
容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務委託は、水道施設環境を維持し円滑な運用を図るため、施設の除草・樹木剪定を実施しようとするもので

ある。

公益社団法人南相馬市シルバー人材センターは、当該業務を的確に遂行できる人的能力を有していることから、
随

高齢者の就業の確保と社会参加に寄与するため、随意契約とするものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 1 7

件 名 等 南相馬市道路占用システム構築業務委託

契 履行場所 建設部土木課

種 類 業務委託
約

　これまで紙とExcelで管理していた道路占用申請について、作業の簡便化を図るため、許可証及び道路占用料

納付書発行の自動化、紙で管理している過去データの電子化、システム管理を行うことができるようシステム構
内

築を行うもの。

概 要
容

株式会社Ｙ＆Ｋ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　山田　祐行

方 宮城県　仙台市泉区　市名坂字鳥井原１２番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、現在運用中の防犯灯・カーブミラー管理システム（道路付属物地理情報システム）の地図データに

、道路占用物件位置データを登録し、道路占用属性データとリンクさせ一元管理することを目的としているため

、既存システムの構築業者でなければ履行できないことから随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 2 3

件 名 等 復興教育プログラム造成事業業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

(1)大手旅行会社教育旅行部門へのアプローチと情報共有ネットワークの構築

(2) 重点ターゲットとする地域発着のモデルコースの造成（１０コース程度）
内

(3)商談会による営業活動の実施（２回）

(4)関係自治体への営業活動（杉並区等　１回）
概 要

(5)視察ツアーの実施とアンケート結果の分析（実施回数１回／参加者目標１５名）容
(6)令和３年度に開発した教育プログラムの磨き上げ

(7)教育プログラムの新規開発（２事業者程度）

株式会社ＪＴＢ　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　濵田　正隆

方 福島県　郡山市　中町１０－１４　和久屋ビル２階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、旅行会社（教育旅行担当部門）を対象とした市場調査、市内の旅行客受け入れ事業者の教育・支援

、旅行会社向けのテストツアーの実施を経て、復興教育プログラムの造成と誘致戦略の策定を目的としている。

　当該業者は、令和３年度に行った本業務の公募型プロポーザルで選定され、調査事業や受入事業者候補の選定
随

など６業務を一体的に実施し、旅行会社向けテストツアーにおいては、目標を上回る参加者数を獲得した実績が

ある。また、業務委託の過程において受入事業者との関係性が構築されているととともに、業務に関する知見を意
蓄積しており、かつ市が求める誘致戦略等のノウハウを有している。

　このことから、本業務の目的を効果的かつ円滑・確実に達成することができる事業者であるため、随意契約と契
するもの。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 2 4

件 名 等 馬事産業の創出に向けた調査・検討事業業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

（１）馬事文化の継承及び馬事関連人材の確保に資する仕組み・体制案の策定

（２）（１）に繋がる馬事関連事業の実証
内

（３）（２）で実証した事業のモデルや持続可能性に関する改善点等の検討

（４）事業結果報告書の提出
概 要

容

デロイトトーマツコンサルティング合同会社
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　佐瀬　真人

方 東京都　千代田区　丸の内３－２－３　丸の内二重橋ビルディング
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和３年度に実施した馬事文化の活用に係る調査業務の成果を前提とし、国内の関係団体と共に、

本市において馬事文化を継承する馬事関連人材を獲得するための事業構築やそのための体制を検討するものであ

る。
随

　当該業者は、令和３年度に行った調査業務のプロポーザル選定業者であり、分析内容や馬事関連産業の現状に

関する知見を有していること、また、事業を通じて市内外の関係者、関係団体との繋がりを築いていることから意
、本業務を遅滞なく円滑かつ確実に履行できる事業者であるため、随意契約とするもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 2 8

件 名 等 子どもの居場所づくり事業業務委託

契 履行場所 こども家庭課

種 類 業務委託
約

　家庭や学校に居場所がない学齢期以降の子どもを対象に、安心・安全な居場所の提供を通じて、生活習慣の形

成や学習のサポート、進路等の相談支援、関係機関への取り次ぎを行う等子どもに関する支援等の事業を行う。
内

　委託事業者：１社
概 要

容

特定非営利活動法人　トイボックス　南相馬事業部
名 称

相

手 代 表 者 エリアマネージャー　髙橋　紀子

方 南相馬市　原町区錦町１丁目１２５
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　子どもの居場所を運営する上では、子どもとその家庭の状況を把握し、子どもの発達段階を踏まえて、関係機

関と連携しながら地域にある社会資源につなぐソーシャルワークを行う等の専門的な対応が求められる。

　このことから、公募型プロポーザルによる業者の選定を行い、本市のニーズに合致し、より専門性の高い効果
随

的な業務が実施できる上記業者と随意契約するものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども家庭課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030





様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 1

件 名 等 北泉海浜総合公園内キャンプ場等モデル事業業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北泉字地藏堂地内

種 類 業務委託
約

・臨時キャンプ場の参加受付・アンケート徴収等に関する業務

・臨時キャンプ場モデル事業の参加料徴収に関する業務
内

・対象施設の管理・清掃業務（管理棟・ドックランなど）

概 要
容

株式会社東武
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　中島　照夫

方 南相馬市　原町区本陣前二丁目５１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、南相馬市が策定した実施要項に基づき実施する「北泉海浜総合公園内キャンプ場等モデル事業」の業

務委託であり、主に、臨時キャンプ場の管理と北泉海浜総合公園施設に係る意見等の徴収を目的としている。

単に臨時キャンプ場の管理だけでなく、利用者の意見等の徴収を行う必要があることから、震災前の北泉海浜総
随

合公園内のキャンプ場における管理運営や令和３年度の実績があるとともに、施設消毒等の新型コロナウイルス

感染症対策にも十分な対応が可能である当該業者と随意契約するもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 2

件 名 等 北泉海浜総合公園北棟及び南棟トイレ、シャワー施設清掃業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北泉地藏堂地内

種 類 業務委託
約

対象施設の清掃業務（シャワー・トイレを含む）

内

概 要
容

株式会社東武
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　中島　照夫

方 南相馬市　原町区本陣前二丁目５１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、北泉海浜総合公園内のシャワー施設２棟（室内トイレを含む）の清掃業務を目的とする。

また、南相馬市が策定した実施要項に基づき実施する「北泉海浜総合公園内キャンプ場等モデル事業」の臨時キ

ャンプ場の管理と連携して実施する必要があること、および震災前のシャワー棟清掃業務と令和３年度の実績が
随

あり、施設消毒等の新型コロナウイルス感染症対策にも十分な対応が可能である当該業者と随意契約するもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 3

件 名 等 クリーン原町センター1号炉バグフィルタ整備修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

　経年劣化したろ布等の交換による修繕と付帯設備の整備を行う。

・触媒ろ布　φ140×6500L　　　２７０本
内

・ダイヤフラムパッキン　　　　　１８枚

・天井蓋パッキン　M9105　　　 　　４枚
概 要

・天井蓋パッキン　M9107　　　 　　４枚容
・点検扉パッキン　B1003　　　 　　２枚

・シリコンシーラント　　　　　　１０個

三機化工建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　髙橋　裕樹

方 神奈川県　大和市　中央林間七丁目１０番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、三機建設株式会社が製造した設備であるが、メンテナンス等は子会社である三機化工建設株式会

社が全て行っている。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 4

件 名 等 クリーン原町センター1号炉灰出しコンベヤ修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

　経年劣化した灰出しコンベヤの修繕と付帯設備の整備を行う。

・ローラーチェーン　　　　　　４７２組
内

・スクレーパ　　　　　　　　　　５９枚

概 要
容

三機化工建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　髙橋　裕樹

方 神奈川県　大和市　中央林間七丁目１０番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、三機建設株式会社が製造した設備であるが、メンテナンス等は子会社である三機化工建設株式会

社が全て行っている。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 5

件 名 等 クリーン原町センター2号炉内乾燥帯修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

経年劣化、摩耗等により消耗した乾燥帯ロストル等の交換による修繕を行う。

・固定用ロストル　３列　・可動用ロストル　４列　・サイドガイド　２列
内

・固定用受梁　　　３列　・可動用受梁　　　４列　・固定用継梁　　２組

・可動用継梁　　　２組　・固定側摺動子レール　２個
概 要

・可動側摺動子レール　２個　・摺動子ブロック　４個容
・水冷ホース　２０メートル

・耐熱ジャケット　３０メートル

・水冷配管用Ｏリング　１００個

三機化工建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　髙橋　裕樹

方 神奈川県　大和市　中央林間七丁目１０番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、三機建設株式会社が製造した設備であるが、メンテナンス等は子会社である三機化工建設株式会

社が全て行っている。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 6

件 名 等 クリーン原町センター1号炉誘引送風機修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

経年劣化した誘引送風機の修繕と付帯設備の整備を行う。

・軸受ケース　SNZ316　　　　　　　　　　２組
内

・軸受ベアリング80　　　　　　　　　　　２個

・主軸用座金　　　　　　　　　　　　　　１枚
概 要

・カップリング用ボルトナットパッキン　　８組容
・軸封パッキン　　　　　　　　　　　　　１枚

・モータ軸受ベアリング　負荷側6218　　　１個　・モータ軸受ベアリング　反負荷側6217　　　１個

・軸封装置及びケーシング　　　　　　　　２組

三機化工建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　髙橋　裕樹

方 神奈川県　大和市　中央林間七丁目１０番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、三機建設株式会社が製造した設備であるが、メンテナンス等は子会社である三機化工建設株式会

社が全て行っている。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 7

件 名 等 粗大ごみ処理施設供給フィーダブロックチェーン修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

供給フィーダブロックチェーン修繕

・エプロンパン（既設流用）　　　　　　　　　　３８枚
内

・エプロンパン取付ボルト　　　　　　　　　　４５６本

・ブロックチェーン　　　　　　　　　　　　　１１４リンク
概 要

・キャリアレール　　　　　　　　　　　　　　　　１組容
・テンションレール　　　　　　　　　　　　　　　３組

メタウォーター株式会社　東北営業部
名 称

相

手 代 表 者 部長　伊藤　克美

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町一丁目９番１号仙台トラストタワー
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、栗本鉄工所が製造した設備であり、現在はメタウォーター株式会社が全て技術譲与を受けている

。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 8

件 名 等 最終処分場水槽攪拌機修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区塩崎字内ノ倉地内

種 類 業務委託
約

経年劣化により摩耗した機器の交換を行い既存設備との互換性の確認をしながら試運転調整を行う。

・№1、№2反応槽撹拌機、№2ＰＨ調整槽撹拌機　３台
内

・架台C100×50×6　SUS304製　　　　　 　　　３台

・№1、№2凝集槽撹拌機、№3ＰＨ調整槽撹拌機　３台
概 要

・架台C100×50×6　SUS304製　　　　　 　　　３台容
・№2反応槽他共通点検歩廊　　　　　　　　　　１台

株式会社野田工業所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　野田　傳

方 福島県　郡山市　大槻町字原田５番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、エスケーエンジニアリング㈱が製造した設備であり、現在は㈱野田工業所が全て技術譲与を受け

ている。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 3 9

件 名 等 雫浄化センターＩＺ循環ポンプ他点検整備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区雫字権現下地内

種 類 業務委託
約

①ＩＺ循環ポンプ　Ｂ号機（太平洋機工製）１基

②ＩＺ循環ポンプ吐出側伸縮接手　Ｂ号機（トーゼン製）１基
内

③浄化槽汚泥スカムポンプ　Ｂ号機　１基、脱離液循環ポンプ１基（太平洋機工製）

④返送汚泥ポンプ　Ｂ号機（兵新装備製）　　　　　１基
概 要

⑤脱離液供給ポンプ　Ａ号機（兵新装備製）　　　　１基容
⑥脱離液供給ポンプ　Ｂ号機（兵新装備製）　　　　１基

⑦砂ろ過原水ポンプ　Ｂ号機（荏原製作所製）　　　１基

⑧放流水ポンプ　Ａ号機（荏原製作所製）　　　　　１基

日立造船株式会社　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　妹尾　貞男

方 宮城県　仙台市　青葉区中央一丁目６番３５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、アタカ工業㈱が製造した設備であり、現在は日立造船株式会社が全て技術譲与を受けている。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、

随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 4 0

件 名 等 雫浄化センター焼却設備ダクト修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区雫字権現下地内

種 類 業務委託
約

経年劣化と排ガスにより腐食した設備の修繕を行い既存設備との互換性の確認をしながら試運転調整を行う。

①直ダクト　φ760×2,200Ｌ
内

②伸縮接手　φ760×360Ｌ

③伸縮接手　φ450×300Ｌ
概 要

④エビダクト　φ450容
⑤直ダクト　φ450×2,000Ｌ

⑥既設点検ボックス撤去

日立造船株式会社　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　妹尾　貞男

方 宮城県　仙台市　青葉区中央一丁目６番３５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、アタカ工業㈱が製造した設備であり、現在は日立造船株式会社が全て技術譲与を受けている。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、

随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 4 2

件 名 等 粗大ごみ処理施設破砕物コンベヤ等駆動モーター修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

破砕物コンベヤ等駆動モーター修繕

交換部品（モーター）
内

・№2破砕物コンベヤ（400V　5.5kw　減速機付）　　１台

・№3破砕物コンベヤ（400V　1.5kw　減速機付）　　１台
概 要

・磁選機（400V　2.2kw　減速機付）　　　　　　　　１台容
・トロンメル（400V　2.2kw　減速機付）　　　　　　２台

・アルミ選別機投入（400V　1.5kw　減速機付）　　　１台

・可燃物搬出（400V　1.5kw　減速機付）　　　　　　１台

メタウォーター株式会社　東北営業部
名 称

相

手 代 表 者 部長　伊藤　克美

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町一丁目９番１号仙台トラストタワー
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、栗本鉄工所が製造した設備であり、現在はメタウォーター株式会社が全て技術譲与を受けている

。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 4 3

件 名 等 令和４年度介護保険料納入通知書・納付書印字業務委託

契 履行場所 長寿福祉課

種 類 業務委託
約

令和４年度介護保険料当初賦課保険料額決定通知書・納付書および保険料減免決定通知に係る

介護保険システムからのデータ吸上げ・搬送および加工並びにその内容を、市が準備する
内

専用紙の所定位置への印字

概 要
印字作業　22,000件程度容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務については、賦課処理から納入通知書等発送までの業務を委託するものであり、当該システムの納入業

者でなければ既存データ及び機能との不整合等が発生した場合の対応ができない。

　また、納入通知書等の大量一括処理は専門の機械で処理をすることを前提としたカスタマイズとなっており、
随

システムの運用方法やカスタマイズに精通している業者でなければ業務を履行することができない。

　以上の理由から、賦課処理から納入通知書等発送までの短期間における大量処理ができる上記業者との随意契意
約といたしたい。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部長寿福祉課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 4 6

件 名 等 防災集団移転元地管理事業　防災集団移転元地除草作業(小高区)業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区塚原字釜ノ上　地内外

種 類 業務委託
約

　防災集団移転促進事業において取得した用地のうち、他の事業区域に含まれない範囲の草類の刈払を行い、地

域の環境整備を図る。
内

小高区塚原字釜ノ上地内外　120,774.5㎡×2回
概 要

容

ふるさと小高区地域農業復興組合
名 称

相

手 代 表 者 組合長　佐藤　定男

方 南相馬市　小高区東町一丁目１２２番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、防災集団移転促進事業において、取得した用地のうち、他の事業区域に含まれない範囲の草類の刈

払の管理等を行うものであるが、作業量及び範囲ともに膨大である。

　当該組合は、地域の農業者等が多く構成員となっており、農用地の保全管理に適した作業機器等（草刈機等）
随

を保有し委託場所の地理に精通していることから、当該事業を迅速に且つ、的確に遂行出来る事業体であるため

、随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 4 7

件 名 等 令和４年度南相馬市産米の成分分析・栽培方法の分析業務委託

契 履行場所 南相馬市内、福島大学ほか

種 類 業務委託
約

南相馬市で生産された主食用米について、科学的根拠に基づく食味向上及びブランド力強化による販路拡大を通

じた農業経営の改善を図るため、米の成分、作付ほ場の環境データ及び栽培方法について調査及び分析を行う。
内

概 要
容

国立大学法人　福島大学
名 称

相

手 代 表 者 学長　三浦　浩喜

方 福島県　福島市　金谷川１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　上記法人は、令和２～３年度、現地調査や研究を通して地域が抱える農業の課題解決を図る当該業務を南相馬

市で実施しており、市と連携し、委託業務により米の成分及び作付ほ場の環境データについて調査及び分析を行

った。
随

　本業務において、上記の調査データの活用による業務の連続性の確保、及び円滑かつ適切な業務遂行が見込ま

れるとともに、本業務に必要となる専門的な知識、機材を有する唯一の事業者であることから、当該業者と随意意
契約するもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 4 9

件 名 等 南相馬市企業立地サポート事業業務委託

契 履行場所 経済部商工労政課

種 類 業務委託
約

南相馬市への企業誘致活動を効果的に展開するために、国内企業の立地計画等の情報収集や企業訪問活動のほ

か、工業団地のＰＲ等を実施する。
内

概 要
容

一般財団法人日本立地センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　平井　敏文

方 東京都　千代田区　神田駿河台一丁目８番地１１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、本市への企業誘致活動を効果的に展開するため、企業誘致の経験及び多くの企業情報の蓄積が必要

となる。

　一般財団法人日本立地センターは、本市の企業誘致に関する事業推進のため、平成２５年度から継続的に事業
随

を受託しており、企業アンケート実績や企業訪問実績があり、経験と情報を有し企業誘致の指導的機関であるこ

とから、当該事業者と随意契約するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 6 6

件 名 等 南相馬市原町区地下水採取可能性検討業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区三島町

種 類 業務委託
約

　令和元年3月～7月にかけて異常渇水等の影響で横川ダムの貯水率が低下し、工業用水利用において自主規制が

必要となる状況が生じることとなったことから、渇水に対する対応策の検討が求められている。
内

　そこで、令和2年度から令和3年度にかけて「南相馬市原町区地下水採取可能性検討業務委託」が実施され、工

業用水法指定区域における地下水採取可能性が検討されてきた。
概 要

　本業務は、追加調査検討により解析精度を向上させ、「工業用水法による指定区域における地下水採取の可能容
性」を評価するため、業務を委託するものである。

日本工営株式会社　福島事務所
名 称

相

手 代 表 者 所長　中條　智

方 福島県　福島市　本町５－８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、工業用水法第5条2項の許可を福島県知事より受けるための調査業務であり、県企業立地課との協議

により進めなければならないが、全国的にも実施例はほとんどない。

　当該業者は類似業務の実績を多数有していること、また、令和2年度及び令和3年度においても当該業者と調査
随

業務委託契約を締結した実績を持つこと、さらに市の登録業者であり、確実な履行が見込まれることから、地方

自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、随意契約するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 6 9

件 名 等 令和４年度国民健康保険税納税通知書印字等業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　総務部　税務課　市民税係

種 類 業務委託
約

令和４年度国民健康保険税納税通知書への印字及びブッキング業務を委託するもの。

内
印字作業　５，３００件程度

ブッキング作業　２，１００件程度
概 要

容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、賦課処理から納税通知書印字及び封入までの業務であり、現行システムデータの活用やシステム機

能との不整合等が発生した場合の対応を含め、システム開発者でなければ本業務を履行できない。

　また、納税通知書の大量一括処理は、連接する専門機器での処理となることから、システム運用やカスタマイ
随

ズ等に精通し、本業務の仕様に基づく履行期間内での一連処理において、確実な履行が見込める当該業者と随意

契約するもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 7 1

件 名 等 防災集団移転元地管理事業　防災集団移転元地除草作業（原町区）業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区金沢字水神崎　地内外

種 類 業務委託
約

防災集団移転促進事業において取得した用地のうち、他の事業区域に含まれない範囲の草類の刈払を行い、地域

の環境整備を図る。
内

原町区金沢字水神崎地内外　61,947.50㎡×2回
概 要

容

原町区地域農業復興組合
名 称

相

手 代 表 者 組合長　佐藤　重久

方 南相馬市　原町区上渋佐字原田３５７－６
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、防災集団移転促進事業において、取得した用地のうち、他の事業区域に含まれない範囲の草類の刈

払の管理等を行うものであるが、作業量及び範囲ともに膨大である。

　当該組合は、地域の農業者等が多く構成員となっており、農用地の保全管理に適した作業機器等（草刈機等）
随

を保有し委託場所の地理に精通していることから、当該事業を迅速に且つ、的確に遂行出来る事業体であるため

、随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 7 2

件 名 等 防災集団移転元地管理事業　防災集団移転元地除草作業（原町区南部）業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区小浜字丸山　地内外

種 類 業務委託
約

防災集団移転促進事業において取得した用地のうち、他の事業区域に含まれない範囲の草類の刈払を行い、地域

の環境整備を図る。
内

原町区小浜字丸山地内外　35,714.45㎡×2回
概 要

容

原町南部復興組合
名 称

相

手 代 表 者 組合長　宝玉　義則

方 南相馬市　原町区江井字堀内前２１－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、防災集団移転促進事業において、取得した用地のうち、他の事業区域に含まれない範囲の草類の刈

払の管理等を行うものであるが、作業量及び範囲ともに膨大である。

　当該組合は、地域の農業者等が多く構成員となっており、農用地の保全管理に適した作業機器等（草刈機等）
随

を保有し委託場所の地理に精通していることから、当該事業を迅速に且つ、的確に遂行出来る事業体であるため

、随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030





様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 8 7

件 名 等 原町第一下水処理場機械濃縮機分解整備外業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区錦町三丁目地内

種 類 業務委託
約

No.2機械濃縮機

　本体分解整備　１組
内

No.1遠心脱水機

　インバーター盤盤クーラー取替　1組
概 要

容

巴工業株式会社　仙台営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　丹藤　嘉昭

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町二丁目８番１５号太陽生命仙台ビル
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存設備の製造メーカであり、本業務委託については既存設備との互換性が生じるため、

当該業者のみ履行可能であることから随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 8 9

件 名 等 原町第一下水処理場機械濃縮機インバータ交換業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区錦町三丁目地内

種 類 業務委託
約

原町第一下水処理場機械濃縮機のインバータ３台コンバータ１台を交換するもの。

内
交換内訳

　インバータ2.2kW　１台
概 要

　インバータ15kW   ２台容
　コンバータ15kW   １台

安川オートメーション・ドライブ株式会社　東北営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　我有　省一

方 宮城県　仙台市太白区　郡山５－７－２３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存設備の製造設置メーカーであり、インバータ交換業務については既存設備との互換性が生じ、

当該業者のみ履行可能であることから随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 9 5

件 名 等 ふくしま健民アプリ改修（南相馬サンサンチャレンジ対応）業務委託

契 履行場所 南相馬市健康づくり課

種 類 業務委託
約

　「ふくしま健民アプリ」を南相馬サンサンチャレンジで活用するために機能の改修を委託するもの。

【改修内容】
内

・南相馬サンサンチャレンジへのエントリーフォームの作成

・体重記録グラフ画面の表示変更
概 要

・参加者情報の管理容

株式会社ル・プロジェ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　山田　洋一郎

方 福島県　郡山市　字下亀田１７番地の７
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は「ふくしま健民アプリ」の開発及び運営業者であり、当該アプリの改修及び保守業務は当該業者で

なければ履行できないことから、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部健康づくり課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 3 9 7

件 名 等 鹿島浄化センター汚水ポンプ分解整備業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区北右田字榎内地内

種 類 業務委託
約

No.2汚水ポンプオーバーホール　１台

内

概 要
容

新明和アクアテクサービス株式会社　郡山ステーション
名 称

相

手 代 表 者 所長　五十嵐　純二

方 福島県　郡山市　安積二丁目２１０番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存設備の製造メーカー代理店であり、分解整備の部品交換において既存設備との互換性が生じる

ため、当該業者のみ履行可能であることから随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 1 2

件 名 等 おだかぐらし体験ツアー実施業務委託

契 履行場所 市内旧避難指示区域及び市内旧避難指示区域から周遊が可能な範囲ほか

種 類 業務委託
約

　小高区をはじめとする旧避難指示区域への福島県外からの移住・定住を促進するにあたり、移住に興味・関心

をもつ方に対して、地域の魅力を訴求するため、当該地域の魅力を直接体験する現地ツアーの実施を通じて、ツ
内

アー参加者の移住・定住に向けた機運の醸成を図るとともに、移住・定住者及び交流・関係人口の拡大を目的と

するおだかぐらし体験ツアーを実施する。
概 要

容

株式会社Ｈｕｂｅｒ．
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　紀陸　武史

方 神奈川県　鎌倉市　大町一丁目１－１４
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本事業は、令和３年度に引き続き、南相馬市外からの移住・定住希望者に地域の魅力を訴求するためのツアー

を実施し、移住・定住者及び交流・関係人口の拡大を目的に実施するものであり、令和４年度についても令和３

年度に実施した業務の成果を生かした一連の事業として、さらに効果的な手法を検討する必要がある。
随

　当該業者は、令和３年度の地域の魅力訴求コンテンツ調査業務及び魅力体験ツアー実施における公募型プロ

ポーザル方式による選定業者であり、令和３年度中に社員２名が小高区に移住し現地ガイドとして地域との信頼意
関係を築くとともに、小高区の魅力の掘り起こし等を図るなど、小高区の状況について十分な知見がある。

　以上のことから、令和３年度の業務との連続性を確保でき、事業をより効果的に展開するための知見やノウハ契
ウを持ちあわせる事業者であるため、随意契約とするもの。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 1 3

件 名 等 サーフタウンＰＲ事業業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

北泉海岸に関するPR動画の制作・発信などを通じ、サーフスポットとしての北泉海岸のイメージ向上や認知度向

上を図るとともに、今後サーファー誘客を効果的に促進するにあたり、北泉海岸の利活用方法の検討をするため
内

、ターゲット市場の特性や動向、ニーズなどの調査分析を実施するもの。

また、調査結果を踏まえ、北泉海岸へのサーファー誘客を促進するための施策提言を併せて行うもの。
概 要

【業務内容】容
（１）北泉海岸PR動画制作

（２）動画を活用したPRプロモーション（２回以上）

（３）サーファー誘客促進に向けたサーフィン関連市場等の動向、ニーズ調査分析及び提言

ピークス株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長兼ＣＥＯ　白土　学

方 東京都　港区　虎ノ門１－１７－１　虎ノ門ヒルズビジネスタワー１５階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務の目的である動画の制作や風評払拭に向けた情報発信、サーファー誘客に向けた調査分析などの提案は、

視点や手法によって内容とその後の成果が大きく異なるため、単に価格の優劣のみで事業者を選定することが出

来ないことから、画一的な仕様書に基づく価格の比較ではなく、各事業者からの企画提案の内容等を評価して選
随

定するプロポーザル方式を採用することで、市のニーズに合致し、風評払拭に向けた効果的な情報発信やサーフ

ァーの誘客に向けた調査分析などを目指すものです。意
これらを踏まえ、プロポーザルを実施した結果、本市のニーズに合致し、より有益な提案をした上記事業者が受

注候補者に選定されたことから、当該事業者と随意契約を行うものです。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 1 5

件 名 等 観光ガイドブック制作事業業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

南相馬市の魅力を効果的に伝える、訴求力のある冊子の作成及び配布

【業務内容】
内

ア　コンテンツの企画・立案及び取材

イ　編集、デザイン
概 要

ウ　印刷容
エ　市外での配布

オ　その他付帯業務

株式会社ＪＴＢパブリッシング
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　社長執行役員　今井　敏行

方 東京都　新宿区　払方町２５番地５
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務の目的である魅力的な観光モデルルートの開発や年を通じた観光誘客は、デザインや文言の表現によって

内容とその後の成果が大きく異なるため、単に価格の優劣のみで事業者を選定することが出来ないことから、画

一的な仕様書に基づく価格の比較ではなく、各事業者からの企画提案の内容等を評価して選定するプロポーザル
随

方式を採用することで、市のニーズに合致し、より魅力的な観光モデルルートの開発や年を通じた観光誘客の促

進に繋げることを目指します。意
　これらを踏まえ、プロポーザルを実施した結果、本市のニーズに合致し、より有益な提案をした上記事業者が

受注候補者に選定されたことから、当該事業者と随意契約を行うものです。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 1 6

件 名 等 相馬野馬追デジタルコンテンツ整備事業業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

仮想現実（以下「ＶＲ」という。）の技術を用いて、相馬野馬追の熱気や迫力をリアルに体験できるＶＲ動画を

制作し、事業者と連携しながら、市外・県外からの来訪者に対して当該ＶＲ動画を提供するものであり、連携し
内

た事業者、ＶＲ動画の体験者から意見を聴取し、通年観光に資する有償サービスの提供に向けた提案までを目的

とする。
概 要

【業務内容】容
（１）ＶＲ動画の制作　（２）機器の調達　（３）事業者と連携した実証　（４）実証結果を反映した報告書の

作成

株式会社電通東日本　福島営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　本多　剛

方 福島県　郡山市　清水台二丁目１３番２３号郡山第一ビル１０Ｆ
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務の目的である相馬野馬追のＶＲ動画の制作や実証事業、通年観光に資する有償サービスの提供に向けた提

案は、視点や手法によって内容とその後の成果が大きく異なるため、単に価格の優劣のみで事業者を選定するこ

とが出来ないことから、画一的な仕様書に基づく価格の比較のみではなく、各事業者からの企画提案の内容等を
随

評価して選定するプロポーザル方式を採用することで、より民間の視点を取り入れ、持続可能で効果的な事業構

築などを目指すものです。意
これらを踏まえ、プロポーザルを実施した結果、本市のニーズに合致し、より有益な提案をした上記事業者が受

注候補者に選定されたことから、当該事業者と随意契約を行うものです。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 1 7

件 名 等 馬事関連事業実証業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

地域で馬を飼養している方や事業者と連携し、馬を活用した通年で成立する事業を開発し、馬事文化の継承や馬

事関連人材の受け皿を創出する事業モデルを構築・実証し、その持続可能性等を検証するとともに、ブランディ
内

ングやプロモーションによる馬事関連人材の確保や関係人口拡大を図るもの。

【業務内容】
概 要

（１）馬事文化の継承及び馬事関連人材の確保に資する仕組み・体制案の策定容
（２）（１）に繋がる馬事関連事業の実証

（３）（２）で実証した事業のモデルや持続可能性に関する改善点等の検討

（４）事業結果報告書の提出

常歩プランニング
名 称

相

手 代 表 者 代表　岡本　昌

方 北海道　川上郡標茶町　桜２－２２－２　ブランド桜Ｅ２０２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

馬事文化の継承と人材確保を行う本実証事業の委託事業者の選定にあたっては、企画立案力や行動力に加え、マ

ーケティングや多くの関係者の合意形成を図るスキルなどによって内容および得られる成果が大きく異なり、単

に価格の優劣のみで選定することが出来ないため、プロポーザル方式を採用することで、より適切な実証結果の
随

担保、ひいては将来的な事業構築を目指すものです。

これらを踏まえ、プロポーザルを実施した結果、選定基準を満たす有益な提案をした上記事業者が受注候補者に意
選定されたことから、当該事業者と随意契約を行うものです。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 1 8

件 名 等 食を通じた魅力向上事業業務委託

契 履行場所 経済部観光交流課

種 類 業務委託
約

【業務内容】

(1)新規グルメメニューブラッシュアップ(2)協力店舗開拓(3)ＰＲ用デザイン及びＰＲ用グッズの制作(4)メディ
内

ア向けプロモーションを目的とした試食会、お披露目会の開催(5)市内飲食店と連携した新メニュー活用イベン

トの実施(6)ＷＥＢ媒体による情報発信（２回以上）(7)新規グルメが本市に定着し、持続的に提供さるために必
概 要

要な仕組み・組織等の検討および提案　(8)成果報告書の提出容

株式会社ＪＴＢパブリッシング
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　社長執行役員　今井　敏行

方 東京都　新宿区　払方町２５番地５
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務の目的であるグルメメニュー開発や地域の飲食店等関係者との連携、風評払拭に向けた情報発信の提案は

、視点や手法によって内容とその後の成果が大きく異なるため、単に価格の優劣のみで事業者を選定することが

出来ないことから、画一的な仕様書に基づく価格の比較ではなく、各事業者からの企画提案の内容等を評価して
随

選定するプロポーザル方式を採用することで、市のニーズに合致し、より魅力的なメニュー開発や市内飲食店へ

の誘客、風評払拭に向けた効果的な情報発信に繋げることを目指します。意
　これらを踏まえ、プロポーザルを実施した結果、本市のニーズに合致し、より有益な提案をした上記事業者が

受注候補者に選定されたことから、当該事業者と随意契約を行うものです。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 2 5

件 名 等 鹿島浄化センター中央監視装置分解整備業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区南右田字榎内地内

種 類 業務委託
約

中央監視装置分解整備

　電源装置　　　　１個
内

　ハードディスク　１個

　消耗部品　　　　１式
概 要

容

安川オートメーション・ドライブ株式会社　東北営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　我有　省一

方 宮城県　仙台市太白区　郡山５－７－２３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存装置のメーカであり、部品交換において既存装置との互換性が生じることや、装置再設置にメ

ーカー特有の技能が必要なことから、当該業者以外は履行ができないため随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 3 4

件 名 等 令和４年度プロジェクト研究業務委託

契 履行場所 鹿島区地域振興課

種 類 業務委託
約

市内外より研究員を募り、１年間を通じ地域課題から事業構想を構築するための研究会を開催。

令和４年度の研究テーマは「南相馬鹿島サービスエリアのポテンシャル、多様な地域資源を活用した事業構想の
内

構築」

概 要
容

学校法人先端教育機構　事業構想大学院大学　仙台
名 称

相

手 代 表 者 事務局次長　木村　祐輔

方 宮城県　仙台市　宮城野区榴岡１－１－１　ＪＲ仙台イーストゲートビル７階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、新規事業の開発を目的とした日本で唯一の大学であり、本事業の目的を達成するためには、豊富な

知識とノウハウを有する当該業者との連携が不可欠である。

加えて、市と当該業者の間で令和４年３月８日付にて「地方創生及び人材育成の推進に係る連携に関する協定」
随

を締結しており、本事業の円滑な推進が期待されるところである。

以上のことから、当該業者と随意契約を締結するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　鹿島区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 3 9

件 名 等 公園施設維持管理補助業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北町（下川原公園）地内外

種 類 業務委託
約

原町区内の公園日常管理業務の補助として、下記の業務を実施する。

　業務内容
内

　（1）施設の管理及び清掃（主に草刈り、ごみ等）（3）施設の見回り及び巡回点検

　（2）施設の簡易な補修　　　　　　　　　　　　（4）その他（市担当者からの指示事項）
概 要

　従事時間等容
　　週５日（月曜日から金曜日）８時１５分から１７時１５分までの８時間以内

　　２人以上での従事

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

この業務は軽易な作業であり、当該業者はその業務を的確に遂行できる人材能力を有している。また、高年齢者

の就業機会の拡大及び社会参加の寄与に資するため、随意契約とするものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 4 0

件 名 等 南相馬市小高区商業施設修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区商業施設（南相馬市小高区上町一丁目５６番地）

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した南相馬市小高区商業施設の復旧を行う。

内
業務内容

　インターロッキング不陸修正
概 要

　雨樋配管補修容
　掃除用具室　ＳＫ漏水補修

　各所壁面クラック・空隙補修

株式会社中里工務店
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中里　徹哉

方 南相馬市　小高区大井字深町４８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した南相馬市小高区商業施設の早期復旧を目

的としており、施設利用者の影響を考慮すると、緊急性が高く、通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、

随意契約とするものである。
随

　株式会社　中里工務店は、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、当該施設の施工業者であるこ

と、災害復旧等の施工実績もあることから、契約の相手方として選定するもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 4 2

件 名 等 小高区役所外構修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区本町二丁目７８番地　地内

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した小高区役所外構の復旧を行う。

内
業務内容　舗装復旧、附属物復旧

業務範囲　小高区役所外構　南側・東側　　372.3㎡
概 要

容

株式会社中里工務店
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中里　徹哉

方 南相馬市　小高区大井字深町４８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した小高区役所外構の早期復旧を目的として

おり、施設利用者の影響を考慮すると、緊急性が高く、通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約

とするものである。
随

　株式会社中里工務店は、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、当該施設の施工業者であること

、災害復旧等の施工実績もあることから、確実な履行が見込まれるため、契約の相手方として選定するものであ意
る。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 4 6

件 名 等 小高区復興拠点施設修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区復興拠点施設（南相馬市小高区本町二丁目２８番地）

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した小高区復興拠点施設の復旧を行う。

内
修繕箇所　北１～３棟、南１～２棟、歩廊、はらっぱ（人工芝）

修繕内容　シールコンクリート割れ破損部及び沈下部斫り撤去ほか　一式
概 要

　　　　　シャワー室及び各室コンクリート壁クラック補修　　　　一式容
　　　　　各室クラック及び巾木目地欠け部補修・隙間シール充填　一式

　　　　　土間クラック部及びインターロッキング補修　　　　　　一式　ほか

株式会社中里工務店
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中里　徹哉

方 南相馬市　小高区大井字深町４８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。
随

　契約の相手方となる、株式会社　中里工務店については、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに

、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 4 8

件 名 等 南相馬市移住定住促進業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

若い世代や子育て世代を中心に、本市が移住先として選択されるよう、本市の魅力ある働き方や暮らし方の認知

と関心向上を図るための情報発信や移住相談窓口等の体制強化、移住体験事業等を実施し、移住・定住の促進を
内

図ることを目的としている。

概 要
容

ＭＹＳＨ合同会社
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　向井　裕人

方 東京都　世田谷区　桜丘三丁目３７－１８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　若い世代や子育て世代を中心に、本市が移住先として選択されるよう、本市の魅力ある働き方や暮らし方の認

知と関心向上を図るための情報発信や移住相談窓口等の体制強化、移住体験事業等を実施し、移住・定住の促進

を図ることを目的とする。本業務の目的に合致し効率的かつ有効な業務実施につながるものと考え、より有益な
随

提案した事業者の選定が可能な公募型プロポーザル方式を実施した。

　南相馬市移住定住促進業務委託プロポーザル審査委員会において、事業者の企画提案書及びプレゼンテーショ意
ン・ヒアリングについて、総合的に審査した結果、上記事業者が本事業の候補事業者に選定されたため、当該事

業者と随意契約するものである。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 4 9

件 名 等 クリーン原町センター排煙分析計点検整備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

・４成分分析計（Ｎｏｘ、Ｓｏｘ、酸素、一酸化炭素）２台

・ＨＣＬ計・ばいじん計２台
内

概 要
容

三機化工建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　髙橋　裕樹

方 神奈川県　大和市　中央林間七丁目１０番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該設備は、三機建設株式会社が製造した設備であるが、メンテナンス等は子会社である三機化工建設株式会社

が全て行っている。

このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、随
随

意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 5 0

件 名 等 クリーン原町センター1号炉飛灰搬出ダクト復旧修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

１号炉飛灰搬出ダクト復旧修繕（保温作業含む）

交換部品　①二重ダンパ本体（□300×Ｈ1003）１台
内

概 要
容

三機化工建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　髙橋　裕樹

方 神奈川県　大和市　中央林間七丁目１０番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該設備は、三機建設株式会社が製造した設備であるが、メンテナンス等は子会社である三機化工建設株式会社

が全て行っている。

このことから、当該設備機器の性能維持を行いながら復旧修繕を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者
随

のみであるため、随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 5 1

件 名 等 クリーン原町センター排煙放射能連続監視装置保守管理業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

クリーン原町センターに設置された排煙放射能連続監視装置について保守管理を行い、排煙の放射能濃度を適正

に保つもの。
内

・ガスモニタリングシステム点検（サンプリング用内蔵ポンプ交換含む）

・ガスサンプリング設備点検
概 要

・設備管理（年１回）容

株式会社千代田テクノル　福島中通営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　橋本　雄貴

方 福島県　福島市　大町７番２３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、株式会社千代田テクノルが設置した設備であり、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行

うことができるのは当該業者のみであるため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 5 2

件 名 等 リサイクルプラザコンテナ洗浄ライン移送コンベヤ等修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

コンテナ洗浄ライン移送コンベヤ等修繕

①移送コンベヤ２Assy(搬送ﾛｰﾗｰ、駆動ﾓｰﾀｰ、ﾌﾚｰﾑ）　　　　１組
内

②移送コンベヤ３Assy(搬送ﾛｰﾗｰ、駆動ﾓｰﾀｰ、ﾌﾚｰﾑ）　　　　１組

③前反転装置搬送部Assy（ﾁｪｰﾝ、ﾚｰﾙ、軸受け、ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ）　１組
概 要

④後反転装置搬送部Assy（ﾁｪｰﾝ、ﾚｰﾙ、軸受け、ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ）　１組容

メタウォーター株式会社　東北営業部
名 称

相

手 代 表 者 部長　伊藤　克美

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町一丁目９番１号仙台トラストタワー
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、栗本鉄工所が製造した設備であり、現在はメタウォーター株式会社が全て技術譲与を受けている

。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 5 3

件 名 等 リサイクルプラザスチール缶圧縮機修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

スチール缶圧縮機修繕

押箱底面ライナ　　　　　　　　　　　　１枚
内

本体底面ライナ　　　　　　　　　　　　１枚

本体側面ライナ　　　　　　　　　　　　２枚
概 要

刃物取付ボルト　　　　　　　　　　　１０本容
スライドシャッター用ボルト　　　　　　４本

メタウォーター株式会社　東北営業部
名 称

相

手 代 表 者 部長　伊藤　克美

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町一丁目９番１号仙台トラストタワー
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、栗本鉄工所が製造した設備であり、現在はメタウォーター株式会社が全て技術譲与を受けている

。

　このことから、当該設備機器の性能維持を行いながら修繕業務を適切かつ的確に行うことができるのは当該業
随

者のみであるため、随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 5 4

件 名 等 道路災害復旧（鹿島区大内字滝沢地内）修繕業務委託（市道２－３号線　単独災害）

契 履行場所 南相馬市鹿島区大内字滝沢地内

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した市道２－３号線の修繕業務を行うもの。

内

概 要
容

福相建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　桑折　秀孝

方 南相馬市　鹿島区大内字滝沢７９番地の１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活へ

の影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものである

。
随

契約の相手方となる福相建設株式会社については、鹿島区内業者で現場にも精通し、早急な着手が可能であると

ともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものであ意
る。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 5 8

件 名 等 南相馬市移住者紹介記事制作業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

現在又は将来的に本市への移住を検討する者に向けて、本市への既移住者（Uターン者含む）の働き方、暮らし

方から窺える魅力を深堀りし、発信することで、移住検討者の本市への移住の促進および将来的な移住の意識醸
内

成を行うため、移住者紹介記事および小冊子の制作を行う。

概 要
容

ｍａｒｕｔｔ株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　西山　里佳

方 南相馬市　小高区耳谷字表６番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、インタビュー原稿および小冊子を活用して、将来的な移住検討層も含めて市内で働く、暮らすこと

を魅力的に伝え、移住を促進することを目的としている。そのため、画一的な仕様書に基づく価格の比較ではな

く、各事業者からの企画提案書の内容を勘案して評価するプロポーザル方式を採用することで、本業務の目的に
随

合致し、効率的かつ有効な業務実施につながるものと考え、より有益な提案した事業者の選定が可能な公募型プ

ロポーザル方式を実施した。意
　南相馬市移住者紹介記事制作業務委託プロポーザル審査委員会において、事業者の企画提案書及びプレゼンテ

ーション・ヒアリングについて、総合的に審査した結果、上記事業者が本事業の候補事業者に選定されたため、契
当該事業者と随意契約するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 6 1

件 名 等 教育施設等警備業務委託（上真野幼稚園他９施設）

契 履行場所 南相馬市鹿島区山下中ノ内273　外

種 類 業務委託
約

施設における火災、盗難及び不良行為を防止し、かつ施設の保全を図って正常な運営を確保する。

内

概 要
容

セコム株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　尾関　一郎

方 東京都渋谷区　神宮前一丁目５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は施設の防犯・防災・保全を目的に機械警備業務を行うものであり、使用時間を除き24時間施設を監視

し、緊急時には迅速に対応することが求められる。

　当該業者は本施設における警備機器の設置業者であり、既存の設備を継続使用することが警備業務の遂行に不
随

可欠であるため、既存設備を取り扱うことができる当該業者と随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども育成課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 7 0

件 名 等 南相馬市移住促進パンフレット制作業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

南相馬市が獲得したい移住ターゲット層に向けて、ターゲット層がより身近に感じる本市のさまざまな魅力やく

らしやすさ、支援制度等をまとめたパンフレットを制作、配布等を行うことで移住促進を図ること。
内

概 要
容

株式会社アド・プラン
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　下宮　仁

方 福島県　いわき市　平上荒川字長尾７４番地の８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、南相馬市が獲得したい移住ターゲット層に向けて、ターゲット層がより身近に感じる本市のさまざ

まな魅力やくらしやすさ、支援制度等をまとめたパンフレットを制作、配布等を行うことで移住促進を図ること

を目的としている。そのため、画一的な仕様書に基づく価格の比較ではなく、各事業者からの企画提案書の内容
随

を勘案して評価するプロポーザル方式を採用することで、本業務の目的に合致し、効率的かつ有効な業務実施に

つながるものと考え、より有益な提案した事業者の選定が可能な公募型プロポーザル方式を実施した。意
　南相馬市移住促進パンフレット制作業務委託プロポーザル審査委員会において、事業者の企画提案書及びプレ

ゼンテーション・ヒアリングについて、総合的に審査した結果、上記事業者が本事業の候補事業者に選定された契
ため、当該事業者と随意契約するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 7 3

件 名 等 教育施設等警備業務委託（原町あずま保育園他７施設）

契 履行場所 南相馬市原町区東町3-7-4　外

種 類 業務委託
約

施設における火災、盗難及び不良行為を防止し、かつ施設の保全を図って正常な運営を確保する。

内

概 要
容

ＡＬＳＯＫ福島株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　前田　泰彦

方 福島県郡山市　喜久田町字松ヶ作１６番地９８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は施設の防犯・防災・保全を目的に機械警備業務を行うものであり、使用時間を除き24時間施設を監視

し、緊急時には迅速に対応することが求められる。

　当該業者は本施設における警備機器の設置業者であり、既存の設備を継続使用することが警備業務の遂行に不
随

可欠であるため、既存設備を取り扱うことができる当該業者と随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども育成課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 7 4

件 名 等 広域消防鹿島分署復旧修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区江垂字大六天地内

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により、広域消防鹿島分署の庁舎及び敷地が被災したことから、

復旧修繕を実施するもの。
内

　(1) 内装等修繕　　　　１式

　(2) 給排水設備等修繕　１式
概 要

　(3) 舗装等修繕　　　　１式容

後藤建設工業株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　後藤　英之

方 南相馬市　鹿島区岡和田字沢田８８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本件は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した広域消防鹿島分署の復旧修繕であり、本施設は

水火災、地震等による災害から、市民の生命や財産の保護、災害による被害の軽減及び傷病者の搬送等、地域の

消防・防災拠点として重要な役割を担う施設である。
随

　市民の安全で安心な生活を守ることへの影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余

裕がないため、随意契約とするものである。意
　契約の相手方となる後藤建設工業（株）については、平成２９年度に建替えを実施した鹿島分署建設工事（建

築工事、外構工事等）を請負った市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、災害復旧等の施工実績も契
あり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 7 6

件 名 等 南相馬市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター業務委託

契 履行場所 健康福祉部新型コロナ対策課

種 類 業務委託
約

コールセンターを庁外にて設置し、専用電話ダイヤルによる市民等からの一般問い合わせや接種の予約などに対

応する。
内

　【参考】被接種者（市民分）

　　　　　高齢者分（６５歳以上）　　　約２１，５００人
概 要

　　　　　一般分（１２歳から６４歳）　約３３，０００人容
　　　　　小児分（　５歳から１１歳）　約　２，５００人

株式会社ＪＴＢ　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　濵田　正隆

方 福島県　郡山市　中町１０－１４　和久屋ビル２階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン接種を実施するにあたり、国から設置を求められているものであり、

被接種者からのワクチン接種に関する問い合わせに対応するものである。

　当該業者は、令和２年度より当市での新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンターを設置しており
随

、１回目接種からこれまでの対応にかかる各種マニュアルの整備やＦＡＱの作成を行うなど業務内容を熟知して

いる。意
　また、市民によるコールセンターの利用状況を考慮すると、継続した業務運営が望まれることから、当該業者

との随意契約とするもの。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部新型コロナ対策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 8 1

件 名 等 旧相馬地方食肉センター管理棟修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区鹿島字上沼田　地内

種 類 業務委託
約

　旧相馬地方食肉センター管理棟について、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損壊したことから、復

旧のための修繕を行う。
内

履行場所：南相馬市鹿島区鹿島字上沼田　地内
概 要

履行内容：アルミ建具・内外装部等修繕容

庄司建設工業株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　庄司　岳洋

方 南相馬市　原町区青葉町一丁目１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本修繕は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損壊した箇所の早期復旧を目的としており、当該建物

利用者への影響を踏まえると、早急に修繕する必要があり通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契

約するものである。
随

　契約の相手方となる庄司建設工業（株）については、市内業者であり、かつ本建物を建築した施工業者である

ため、早急な着手が可能であるとともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行ができることから、契約の相意
手方として選定するものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 8 5

件 名 等 小高浄化センター地盤沈下修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区南小高手綱落地内

種 類 業務委託
約

・管理棟玄関前舗装修繕　43㎡

・管理棟外周砕石基礎修繕　62.3 ㎡
内

・管理棟西側舗装修繕　43㎡

・汚泥棟東側舗装修繕　43㎡
概 要

容

株式会社村上建設
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　村上　輝実

方 南相馬市　小高区大井字深町４４－３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した個所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。
随

　契約の相手方となる（株）村上建設については、市内業者であり早急な着手が可能であり、当該施設の外構の

修繕工事の施工実績があるとともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相意
手方として選定するものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 8 7

件 名 等 市民向けロボテス見学イベント事業業務委託

契 履行場所 福島ロボットテストフィールド

種 類 業務委託
約

地元住民等が福島ロボットテストフィールドを訪問し、大人から子どもまで楽しみながら最先端技術に触れる等

の機会を創出することで、福島ロボットテストフィールドに対する認知度の向上、ロボット等技術への社会受容
内

性の向上を図るもの。

概 要
容

株式会社大清プロダクション
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　大槻　清

方 福島県　福島市　飯坂町湯野字大平４３番４号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務では、効果的な周知や世代を問わず魅力を感じることができるコンテンツを実施することで、より多く

の集客を行うこと等が重要であり、イベント運営に関して豊富な専門知識や企画力、適切な業務執行能力を有す

る事業者を選定する必要がある。
随

　これらを踏まえ、画一的な仕様書に基づく価格の比較のみではなく、各事業者からの企画提案の内容等を評価

して選定するプロポーザル方式を採用し実施した。意
　市民向けロボテス見学イベント事業業務委託プロポーザル審査委員会において、事業者の企画提案書及びプレ

ゼンテーション・ヒアリングを総合定期的に審査した結果、上記事業者が事業の候補事業者に選定されたため、契
当該事業者と随意契約するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 9 0

件 名 等 小高川ポンプ場地盤沈下修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区大井字観音前地内

種 類 業務委託
約

舗装修繕

　　　　　・路盤修繕（車道）t=100cm　140.4㎡
内

          ・表層（車道・路肩部）　140.4㎡

構造物とりこわし修繕（ポーチ部）
概 要

　　　　　・舗装版切断　　　　　　1m容
　　　　　・構造物とりこわし・運搬・処分（複合）　1.0㎥

株式会社村上建設
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　村上　輝実

方 南相馬市　小高区大井字深町４４－３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した個所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。
随

　契約の相手方となる（株）村上建設については、市内業者であり早急な着手が可能であり、当該施設の外構の

修繕工事の施工実績があるとともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相意
手方として選定するものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 4 9 4

件 名 等 南相馬市農林水産業再興プラン策定支援業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

南相馬市復興総合計画を踏まえ、本市農林水産業再興に向けた基本理念や将来の農林水産業の姿をはじめ、今後

、本市が重点的に取り組む施策や具体的な数値目標を明らかにするため、策定支援業務を委託するもの。
内

概 要
容

株式会社サーベイリサーチセンター　東北事務所
名 称

相

手 代 表 者 所長　千葉　記章

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町二丁目４番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、市の総合計画の分野別計画に位置付けされる「農林水産業再興プラン」の策定支援を行うものであ

る。

　「農林水産業再興プラン」は、今年度中に策定する必要があり、策定に当たっては、市の上位計画であり、現
随

在策定作業が進められている総合計画との整合をとり、かつ同時に進める必要がある。

　上記業者は、総合計画の策定業務を進めていることから、密接に両計画との整合をとり、かつ同時に策定作業意
を進めることができる唯一の業者である。

　加えて、２０２０年農林センサスなど、農林水産業に係る計画策定の実績がある他、国の農林水産政策及び動契
向にも知見を有しており、本業務を確実に履行できる業者であることから、随意契約を行うものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 0 0

件 名 等 進出ベンチャー企業とＶＣ等との交流イベント事業業務委託

契 履行場所 福島ロボットテストフィールド

種 類 業務委託
約

本市に進出してきているベンチャー企業と本市と連携協定の締結を行ったベンチャーキャピタル等との交流会を

実施することで、当該ベンチャー企業の成長を支援する機会を創出し、併せて市民等が当該ベンチャー企業の成
内

長を応援する機運醸成につながる機会とするもの。

概 要
容

株式会社ツクリエ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鈴木　英樹

方 東京都　千代田区　神田猿楽町２－８－１１ＶＯＲＴ水道橋Ⅲ６階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、進出ベンチャー企業とＶＣ等との交流イベントを行いベンチャー企業の成長支援、併せて市民等が

成長を応援していく機運醸成を目的として実施するものでるため、ベンチャー企業がＶＣ等に対し、強く各社の

ＰＲを行えることやコロナ禍の中でも商談が可能となる場の提供・工夫、そしてＶＣ等も含めてメリットのあり
随

、市民等への波及効果も踏まえたコンテンツを実施すること等が重要であり、イベント運営に関して豊富な専門

知識や企画力、適切な業務執行能力を有する事業者を選定する必要がある。意
これらを踏まえ、画一的な仕様書に基づく価格の比較のみではなく、各事業者からの企画提案の内容等を評価し

て選定するプロポーザル方式を採用し実施した。契
　審査委員会において、事業者の企画提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングを総合定期的に審査した結果

約 、上記事業者が事業の候補事業者に選定されたため、当該事業者と随意契約するものである。

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 1 6

件 名 等 BMIアンダー25プロジェクト業務委託

契 履行場所 南相馬市健康づくり課

種 類 業務委託
約

業務概要

　本市の健康課題の一つであるメタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合の高さを解消するため、肥満者
内

の割合を５年間で全国平均と同程度にすべく「南相馬サンサンチャレンジ」を実施する。

業務内容
概 要

（1）サンサンチャレンジの運営容
（2）ニコニコチャレンジの運営

（3）スタートイベントの開催

株式会社郡中トラベル
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　曽部　紀彦

方 福島県　郡山市　安積町日出山一丁目１４２番地の１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、これまでサンサンチャレンジに参加したことがない多くの健康無関心層に参加をしてもらい、年間

参加者をこれまでの約６倍の２，８００人とすることを目的としている。そのため、画一的な仕様書に基づく価

格の比較ではなく、周知方法やスタートイベントが健康無関心層の参加意欲を掻き立てる、より魅力的な提案を
随

選定するため公募型プロポーザルを実施した。

　ＢＭＩアンダー２５プロジェクト業務委託プロポーザル審査委員会において、事業者の企画提案書、プレゼン意
テーション及びヒアリングについて総合的に審査した結果、上記事業者が本事業の候補事業者に選定されたため

、当該事業者と随意契約するものである。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部健康づくり課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 2 4

件 名 等 防災行政無線　鹿島区用防災ラジオ導入業務委託

契 履行場所 危機管理課

種 類 業務委託
約

鹿島区で使用可能な防災ラジオ導入業務

内
業務内容

・防災ラジオの製造及び調整　350台
概 要

容

リズム株式会社　仙台営業所
名 称

相

手 代 表 者 仙台営業所長　勝山　浩之

方 宮城県　仙台市宮城野区　榴岡４－１２－１　榴岡ＢＫテラス５階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、鹿島区内で使用できる防災ラジオを製造している唯一の業者であるため、当該業者との随意契約と

する。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 2 6

件 名 等 3-1水源外　紫外線照射装置保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区牛越字下川原　地内

種 類 業務委託
約

・機器保守点検　3台

・消耗部品交換　3台
内

・運転動作確認　3台

概 要
容

理水化学株式会社　仙台支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大友　哲也

方 宮城県　仙台市　青葉区北目町１番１８号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、紫外線照射装置の紫外線ランプ等の消耗部品の交換及び保守点検を実施し、本装置の機能を維持し、

円滑に稼働させ、安定した水質を図るためのものである。

点検対象機器は理水化学株式会社施工の製品であり、点検にはメーカー独自の技術力が必要であることから、当
随

該業者と随意契約するものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 3 6

件 名 等 南相馬市国民健康保険証作成及び封入封緘業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　市民生活部　市民課

種 類 業務委託
約

国民健康保険証の一斉更新をするため、全被保険者の被保険者証の作成及び封入封緘する業務を委託するもの。

内
予定数量

一斉更新用　１９，０００枚
概 要

随時発行用　１１，０００枚（一般１１，０００枚）容

株式会社ＦＳＫ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鬼澤　浩正

方 福島県　いわき市　内郷御厩町三丁目１６８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　南相馬市国民健康保険証については、その有効期限が９月３０日となっており、毎年一斉更新を必要とする。

　一斉更新業務にあたっては、納品後に差替え等の作業を行う必要があること及び現在、世帯主の避難先へ送付

していることから、それらに関連してデータ引渡しからデータ加工、保険証の作成、封入封緘、納品までの一連
随

の作業を一括して行い短期間に実施する必要がある。一連の作業工程を機械処理で正確に行う技術と実績を有し

、期間内の業務の履行が確実であるのは現時点で上記業者のみであるため、随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 5 0

件 名 等 おだかぐらしプロモーション事業業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

　南相馬市外から小高区への移住・定住を促進するため、「働き方」「暮らし方」の魅力・実情・可能性などの

情報を、様々なメディアを活用して発信し、南相馬市小高区の認知度とイメージ向上を図る。
内

概 要
容

株式会社東北博報堂　福島支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　橋本　正次

方 福島県　郡山市　清水台一丁目３番８号　郡山商工会議所会館４Ｆ
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本事業は、南相馬市外から小高区への移住・定住を促進するため、「働き方」「暮らし方」の魅力や可能性な

どの情報発信を通じて、小高区の認知度やイメージ向上を目的とし、令和３年度に公募型プロポーザル方式によ

り当該業者を選定し、実施した。
随

　令和４年度においては、現行の小高区の認知度の状況を鑑み、プロモーションデザインイメージ等の継続性を

重視した取り組みが重要であると捉え、令和３年度に実施した事業の成果を活かした効果的な手法を検討し実施意
するものである。

　このことから、令和３年度に当該業者が実施した本事業の主旨目的を的確に捉えた本市小高区への興味、共感契
、愛着を高める情報発信の実績を踏まえ、デザインイメージの継続性と効果的なマーケティング戦略による事業

約 確立が見込める事業者であるため、随意契約とするもの。

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 5 6

件 名 等 南相馬市移住促進動画制作業務委託

契 履行場所 南相馬市役所

種 類 業務委託
約

本市では、若い世代や子育て世代をターゲットとして、本市への移住者の日常のリアルな暮らしとやりがいのあ

る仕事等、本市の魅力が伝わる動画を制作し、ターゲット層に向けて発信することで、本市への移住促進を図る
内

。

制作動画（3～5分程度）
概 要

　・ロボット関連等エンジニアの移住者 １本以上容
　・雇用就農者の移住者 ２本以上

　・社会起業家を目指す移住者 １本以上

　・IoT等エンジニアの移住者 １本以上

ＭＹＳＨ合同会社
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　向井　裕人

方 東京都　世田谷区　桜丘三丁目３７－１８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、若い世代や子育て世代をターゲットとして、本市への移住者のリアルな暮らしとやりがいのある仕事

の魅力が伝わる動画を制作し、ターゲット層に向けて発信することで、本市への移住促進を図ることを目的とし

ている。そのため、画一的な仕様書に基づく価格の比較ではなく、専門的な技術と動画作成に熱意を有する事業
随

者から企画提案書を徴し、その内容を勘案して評価するプロポーザル方式を採用することで効果的な業務の実施

と成果に繋がると考え、有益な提案した事業者の選定が可能な公募型プロポーザル方式を実施した。意
　令和4年5月25日に開催した南相馬市移住促進動画制作業務委託プロポーザル審査委員会において、各事業者に

よる企画提案書に基づくプレゼンテーションを実施し、総合的に審査した結果、本事業の候補事業者としてMYSH契
合同会社が選定されたことから、当該事業者と随意契約するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 5 9

件 名 等 南相馬市消防・防災センター　復旧修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区高見町一丁目地内

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により、南相馬市消防・防災センターが被災したことから、

復旧修繕を実施するもの。
内

　①屋上、外壁、外構

　　外壁修繕　１式、屋上ケーブルラック修繕　１式、外部出入口歩道修繕　１式
概 要

　②１～２階容
　　内装修繕　１式

　③３階

　　内装修繕　１式

関場建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　関場　啓

方 南相馬市　原町区錦町一丁目１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本件は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した消防・防災センターの復旧修繕であり、本施設

は東日本大震災の教訓を後世に伝える施設であるとともに、相馬地方広域消防本部としての機能を有し、水火災

、地震等による災害から、市民の生命や財産の保護、災害による被害の軽減及び傷病者の搬送等、消防・防災拠
随

点として重要な役割を担う施設である。

　市民の安全で安心な生活を守ることへの影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余意
裕がないため、随意契約とするものである。

　契約の相手方となる関場建設（株）については、当該センターを建設した際の建築工事を請負った市内業者で契
あり、早急な着手が可能であるとともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約

約 の相手方として選定するものである。

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 6 0

件 名 等 南相馬市防災備蓄倉庫　復旧修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区萱浜字巣掛場地内

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により、防災備蓄倉庫の外壁及び敷地が被災したことから、

復旧修繕を実施するもの。
内

　(1) 外壁破損箇所修繕　１式

　(2) 舗装クラック修繕　１式
概 要

容

石川建設工業株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　石川　俊

方 南相馬市　原町区大町三丁目３０番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本件は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した防災備蓄倉庫の復旧修繕であり、本施設は地域

の物資拠点として災害救助時に重要な役割を担う施設である。

　市民の安全で安心な生活を守ることへの影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余
随

裕がないため、随意契約とするものである。

　契約の相手方となる石川建設工業（株）については、防災備蓄倉庫を建築した市内業者であり、早急な着手が意
可能であるとともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定

するものである。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 6 1

件 名 等 セデッテかしま地震被害本復旧修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区浮田字椵木沢地内

種 類 業務委託
約

セデッテかしま地震被害復旧修繕

　建築主体修繕　一式
内

　電気設備修繕　一式

　機械設備修繕　一式
概 要

容

株式会社中里工務店
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中里　徹哉

方 南相馬市　小高区大井字深町４８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活

への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものであ

る。
随

　当該業者は、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、当該施設の施工業者であることから、施設

を熟知し、確実な履行が見込まれるため、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 6 4

件 名 等 広域消防小高分署復旧修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区本町二丁目地内

種 類 業務委託
約

　令和４年３月１６日発生福島県沖地震により、広域消防小高分署の外構及び建屋が被災したことから、

復旧修繕を実施するもの。
内

　(1) 外構修繕　　１式

　(2) 建屋内修繕　１式
概 要

容

株式会社中里工務店
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中里　徹哉

方 南相馬市　小高区大井字深町４８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本件は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した広域消防小高分署の復旧修繕であり、本施設は

水火災、地震等による災害から、市民の生命や財産の保護、災害による被害の軽減及び傷病者の搬送等、地域の

消防・防災拠点として重要な役割を担う施設である。
随

　市民の安全で安心な生活を守ることへの影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余

裕がないため、随意契約とするものである。意
　契約の相手方となる（株）中里工務店については、平成２１年度に建替えを実施した小高分署建設工事を請負

った市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれる契
ことから、契約の相手方として選定するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 6 6

件 名 等 参議院議員通常選挙公営ポスター掲示場設置管理撤収業務委託（原町区）

契 履行場所 南相馬市原町区一円

種 類 業務委託
約

　南相馬市選挙管理員会の指定する『公営ポスター掲示場一覧表』に従い、既設の塀等を利用して有権者が良く

見えるようにポスター掲示場を設置し、これら保守・管理を行うとともに、撤収期限までに掲示板を撤収する。
内

　設置個所数　１３８箇所

概 要
容

松岡建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　松岡　恒行

方 南相馬市　原町区雫字五畝田１１３番地の２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、令和４年７月２５日任期満了に伴う第２６回参議院議員通常選挙におけるポスター掲示場の短

期間で１３８カ所の設置・撤去等を行うとともに、天候等の変化による掲示場の破損等に緊急に対応することが

必要となる。
随

　選挙期日の決定から公示日まで短期間となることが想定されるため、過去において実績があり短期間で相当量

の作業に対応でき、かつ、掲示場の破損等に迅速な対応が可能な上記業者と随意契約するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　選挙管理委員会選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 8 5

件 名 等 道路災害復旧（鹿島区小島田字大学地内）修繕業務委託（市道東３０７号線　単独災害）

契 履行場所 南相馬市鹿島区小島田字大学地内

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した市道東３０７号線の修繕業務を行うもの。

内

概 要
容

福相建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　桑折　秀孝

方 南相馬市　鹿島区大内字滝沢７９番地の１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活へ

の影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものである

。
随

契約の相手方となる福相建設株式会社については、鹿島区内業者で現場にも精通し、早急な着手が可能であると

ともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものであ意
る。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 9 2

件 名 等 道路災害復旧（鹿島区牛河内字昆木内地内）修繕業務委託（2-11号線単独災害）

契 履行場所 南相馬市鹿島区牛河内字昆木内地内

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した市道2-11号線の修繕業務を行うもの。

内

概 要
容

加藤道路株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　加藤　真隆

方 南相馬市　鹿島区川子字滝沢１７４
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活へ

の影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものである

。
随

契約の相手方となる加藤道路株式会社については、鹿島区内業者で現場にも精通し、早急な着手が可能であると

ともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものであ意
る。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 5 9 3

件 名 等 道路災害復旧（鹿島区鹿島字西川原地内）修繕業務委託（1-12号線単独災害）

契 履行場所 南相馬市鹿島区鹿島字西川原地内

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した市道1-12号線の修繕業務を行うもの。

内

概 要
容

加藤道路株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　加藤　真隆

方 南相馬市　鹿島区川子字滝沢１７４
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活へ

の影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものである

。
随

契約の相手方となる加藤道路株式会社については、鹿島区内業者で現場にも精通し、早急な着手が可能であると

ともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものであ意
る。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 4 2

件 名 等 農村環境改善センター地震被害修繕業務委託

契 履行場所 鹿島区寺内字迎田地内（鹿島農村環境改善センター）

種 類 業務委託
約

農村環境改善センター地震被害修繕一式

・大会議室天井ルーバー修繕
内

・会議室等壁亀裂修繕

・駐車場亀裂修繕（舗装部分・砂利部分）
概 要

容

関場建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　関場　啓

方 南相馬市　原町区錦町一丁目１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務委託は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した農村環境改善センターの早期復旧を目的と

しており、市民生活への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の入札に付す時間的余裕がないため、随意契

約するものである。
随

　契約の相手方となる関場建設株式会社については、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、災害

復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 5 4

件 名 等 かしま交流センター修繕業務委託

契 履行場所 かしま交流センター（南相馬市鹿島区横手字川原186-1番地内）

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した、かしま交流センターの復旧を行う。

業務内容
内

　西側通用口の補修

　舗装
概 要

　スロープの補修容
　外構の補修

後藤建設工業株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　後藤　英之

方 南相馬市　鹿島区岡和田字沢田８８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した、かしま交流センターの早期復旧を目的

としており、施設利用者の影響を考慮すると、緊急性が高く、通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随

意契約とするものである。
随

　後藤建設工業株式会社は、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、当該施設施工業者であること

、災害復旧等の施工実績もあることから、契約の相手方として選定するもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　鹿島区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 6 7

件 名 等 鹿島区役所修繕業務委託

契 履行場所 鹿島区役所（南相馬市鹿島区西町一丁目１番地）

種 類 業務委託
約

業務内容

（１）修繕内容
内

　　①正面玄関・西玄関修繕

　　②応接室内壁修繕
概 要

　　③北庁舎内外壁修繕容
　　④大会議室外修繕

　　⑤駐車場舗装修繕

後藤建設工業株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　後藤　英之

方 南相馬市　鹿島区岡和田字沢田８８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務委託は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、職員及

び来庁者への影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約する

ものである。
随

　　契約の相手方となる後藤建設工業（株）については、市内業者であり、早急な着手が可能であるとともに、

庁舎施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　鹿島区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 7 5

件 名 等 道路災害復旧（鹿島区横手字寺前地内）修繕業務委託（1-11号線単独災害）

契 履行場所 南相馬市鹿島区横手字寺前地内

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した市道1-11号線の修繕業務を行うもの。

内

概 要
容

加藤道路株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　加藤　真隆

方 南相馬市　鹿島区川子字滝沢１７４
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活へ

の影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものである

。
随

契約の相手方となる加藤道路株式会社については、鹿島区内業者で現場にも精通し、早急な着手が可能であると

ともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものであ意
る。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 7 6

件 名 等 道路災害復旧（鹿島区塩崎字団子田地内）修繕業務委託（中281号線単独災害）

契 履行場所 南相馬市鹿島区塩崎字団子田地内

種 類 業務委託
約

令和４年３月１６日発生福島県沖地震により被災した市道中281号線の修繕業務を行うもの。

内

概 要
容

加藤道路株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　加藤　真隆

方 南相馬市　鹿島区川子字滝沢１７４
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、令和４年３月１６日発生福島県沖地震により損傷した箇所の早期復旧を目的としており、市民生活へ

の影響を踏まえると、緊急の必要により通常の競争入札に付す時間的余裕がないため、随意契約するものである

。
随

契約の相手方となる加藤道路株式会社については、鹿島区内業者で現場にも精通し、早急な着手が可能であると

ともに、災害復旧等の施工実績もあり確実な履行が見込まれることから、契約の相手方として選定するものであ意
る。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 7 8

件 名 等 新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）用接種券一体型予診票等印刷及び封
入業務委託

契 履行場所 新型コロナ対策課

種 類 業務委託
約

新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）に必要な接種券の印刷及び封入・封緘

【印刷内容】　　　　　　　　　　【印刷部数】
内

①接種券一体型予診票・接種済証　　　２５，４２９部

②ワクチン説明書（ファイザー社用）　２８，３０９部
概 要

　　　　　　　　（モデルナ社用）　　２８，３０９部容
③窓あき封筒　　　　　　　　　　　　２８，４２９部

福味商事株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　内田　信市

方 福島県　本宮市　本宮字舘町１６１番地２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）の体制確保のために、緊急的に新型コロナウ

イルスワクチン用接種券の印刷と封入について行うものである。

　当該業者は、新型コロナウイルスワクチン初回接種（１・２回目接種）に関する予診票等の印刷・封入業務を
随

実施した実績があること、また市の印刷データ作成スケジュールに合わせた印刷・封入が可能であることから、

上記業者と随意契約したい。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部新型コロナ対策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 7 9

件 名 等 健康管理システム（予防接種業務）４回目ワクチン接種に関する改修業務委託

契 履行場所 健康づくり課（原町保健センター　電算室内）

種 類 業務委託
約

予防接種システムにおける特定個人情報対応（新型コロナウイルス）、４回目ワクチン接種に係る接種記録の管

理、接種券の発行及び４回目ワクチン接種の副本登録に対応するため、予防接種システムの改修を行う。
内

【業務内容】

（１）予防接種券・クーポン券発行機能対応
概 要

（２）４回目ワクチン接種に係る実績登録画面の作成・バーコード取込み対応容
（３）本番立ち合い作業

（４）帳票対応

（５）副本登録対応

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目接種）体制を確保するために、緊急的に本市が導入

している現行の健康管理システムの機能追加として構築するものである。同システムは上記業者が構築したもの

であり、運用保守管理も実施していることから、他者での構築は困難であるため、当該業者と随意契約したい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部新型コロナ対策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 6 9 1

件 名 等 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）システム改
修業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　こども家庭課

種 類 業務委託
約

令和４年４月２６日に閣議決定された国の新型コロナウイルス感染症経済対策において、「低所得の子育て世帯

に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給要領」が制定された
内

ことに伴い、給付金の支給を行うため、現行のシステムに必要な改修を行うもの。

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、児童手当システムの設置業者であり、本業務は、当該システムの改修業務であることから、業務

遂行を正確に行うことができる唯一の事業者であるため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども家庭課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


